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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１ 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので「連結経営指標等」については、記載しておりません。 

２ 売上高には消費税及び地方消費税（以下消費税等）は、含まれておりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第90期から第93期においては、潜在株式が存在しな

いため、第95期においては、希薄化効果を有していないため記載しておりません。 

４ 持分法を適用した場合の投資利益については、第90期から第93期においては、関連会社が存在しないため、

第94期および第95期においては、利益基準及び剰余金基準からみて重要性が乏しい関連会社であるため記載

しておりません。 

５ 従業員数は就業人員によっております。なお、臨時従業員はおりません。 

６ 第94期は、決算期変更により平成18年１月１日から平成18年５月31日までの５ヶ月間となっております。 

７ 純資産額の算定にあたり、第94期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準（平成17年12月９

日 企業会計基準第５号）」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針（平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）」を適用しております。 

回次 第90期 第91期 第92期 第93期 第94期 第95期 

決算年月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年５月 平成19年５月 

売上高 （千円） 3,283,097 3,093,680 3,086,814 2,950,144 1,081,102 14,034,051 

経常利益 （千円） 407,656 320,959 457,289 469,212 163,828 804,080 

当期純利益 （千円） 3,621 84,537 215,834 187,740 115,995 171,291 

持分法を適用した場合の投

資利益 
（千円） ― ― ― ― ― ― 

資本金 （千円） 2,357,919 2,357,919 2,357,919 2,357,919 3,361,765 3,361,765 

発行済株式総数 （株） 23,297,848 23,297,848 23,297,848 23,297,848 27,144,001 27,144,001 

純資産額 （千円） 4,924,495 5,287,416 5,666,230 6,349,475 8,133,507 8,031,220 

総資産額 （千円） 16,955,158 16,939,600 16,870,704 17,698,827 30,581,902 52,254,156 

１株当たり純資産額 （円） 211.45 227.05 243.39 272.79 299.91 296.04 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり 

中間配当額） 

（円）

（円） 

3.00 

(―)

3.00 

(―)

4.00 

(―)

4.00 

(―)

2.00 

(―)

4.00 

(―)

１株当たり当期純利益金額 （円） 0.16 3.63 9.27 8.06 4.82 6.32 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
（円） ― ― ― ― 4.66 ― 

自己資本比率 （％） 29.0 31.2 33.6 35.9 26.6 15.4 

自己資本利益率 （％） 0.1 1.7 3.9 3.1 1.6 2.1 

株価収益率 （倍） 462.5 30.85 29.99 49.50 90.24 59.02 

配当性向 （％） 1,929.3 82.6 43.1 49.6 41.49 63.3 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 878,152 550,379 542,300 864,319 △9,465,618 △17,294,570 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △542,441 △127,423 29,248 △125,077 158,257 3,668,287 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △371,149 △373,044 △571,708 △743,596 10,626,926 19,095,380 

現金及び現金同等物の期末

残高 
（千円） 148,133 198,044 197,884 193,529 1,513,095 6,982,193 

従業員数 （名） 39 33 29 29 54 81 



２【沿革】 

年月 概要 

昭和17年４月 資本金50万円で東部紡毛糸工業株式会社を設立し、稲沢工場にて紡毛糸及び毛織物の生産を開始 

昭和18年５月 中央製絨株式会社に商号変更 

昭和23年10月 梳毛紡績設備の津工場を新設し、梳毛糸の生産を開始 

昭和24年６月 中央毛織株式会社に商号変更 

昭和24年10月 東洋フエルト株式会社を吸収合併 

昭和24年10月 大阪証券取引所に株式上場 

昭和24年11月 名古屋証券取引所に株式上場 

昭和33年７月 津工場に合繊紡績設備を新設し、合繊糸の生産を開始 

昭和36年10月 東京証券取引所に株式上場 

昭和41年10月 名古屋証券取引所、東京証券取引所並びに大阪証券取引所の市場第二部へ指定替 

昭和43年11月 三重毛糸工業株式会社を設立 

昭和47年２月 中央開発株式会社を設立 

昭和53年９月 中央開発株式会社は、津ショッピングセンター“エル”を建設し、賃貸業務を開始 

昭和56年12月 柏平繊維工業株式会社を設立 

昭和57年12月 中央開発株式会社の子会社として中央興産株式会社を設立 

昭和58年７月 中央開発株式会社を吸収合併 

昭和58年７月 津ショッピングセンター“エル”賃貸の運営、管理業務を中央興産株式会社に移管 

昭和58年12月 中央サービス株式会社を設立 

昭和59年12月 中央リース株式会社を設立 

平成４年７月 津工場を閉鎖し、梳毛糸等の生産を全面的に柏平繊維工業株式会社及び三重毛糸工業株式会社に移

管 

平成６年４月 津ショッピングセンター“エル”を増設し、「津サティ」の名称のもと、賃貸業務を開始 

平成７年12月 商業ビル（所在地名古屋市中区錦一丁目３番２号）を購入し、「中央伏見ビル」として賃貸業務を

開始 

平成８年７月 三重毛糸工業株式会社本社工場を閉鎖 

平成８年12月 三重毛糸工業株式会社色太工場を閉鎖 

平成９年７月 商業ビル（所在地名古屋市中区錦一丁目19番32号）を購入し、「広小路ビル」として賃貸業務を開

始 

平成10年７月 三重毛糸工業株式会社紀勢工場を閉鎖し、梳毛糸等の生産を全面的に柏平繊維工業株式会社に移管 

平成10年11月 商業ビル（所在地名古屋市中区錦三丁目21番18号）を購入し、「中央広小路ビル」として賃貸業務

を開始 

平成11年４月 三重毛糸工業株式会社本社工場を株式会社オームズに賃貸開始 

平成11年11月 商業ビル（所在地名古屋市中区錦一丁目３番４号）を購入し、「三栄ビル」として賃貸業務を開始 

平成13年10月 三重毛糸工業株式会社を解散決議 

平成13年12月 中央サービス株式会社を解散決議 

平成15年６月 大阪証券取引所上場廃止 

平成17年５月 本社を「三栄ビル」に移転 

平成17年７月 中央ケアサービス株式会社を設立 

平成17年11月 株式会社ゼクスが親会社となる 

平成18年３月 グループホーム「なでしこ大紀」を開業し、シニア事業を開始 

平成18年３月 分譲マンションを中核とする不動産開発事業を開始 

 平成18年９月 商業ビル「丸満ビル」（所在地名古屋市中区錦一丁目３番31号）を購入  

平成18年10月 株式会社中央コーポレーションに商号変更 

平成18年11月 商業ビル「広小路ビル」および「中央広小路ビル」を売却 

平成18年12月 「中央伏見ビル」、「三栄ビル」および「丸満ビル」３棟を１棟の大型オフィスビルへの建替計画

を発表  



３【事業の内容】 

 以上に述べた事業の系統図は、次のとおりであります。 

  当社の企業グループは、当社、親会社１社（㈱ゼクス）、子会社３社および関連会社１社で構成され、不動産開

発事業、不動産賃貸事業、繊維事業、シニア事業を行っております。当企業グループの事業における位置付けおよ

び事業部門の関連は、次のとおりであります。 

 不動産開発部門  分譲マンションを中核とし、投資用マンション、商業施設等の開発・販売、不動産活用等

の仲介事業を行っております。  

 不動産賃貸部門 当社は、ショッピングセンター“津サティ”(三重県)、中央伏見ビル他２棟の商業ビル(名

古屋市)および貸工場等(三重県)を賃貸物件として保有し、賃貸しております。  

 繊維部門 当社は、各種織物・ニット用の素材として受注生産に基づく梳毛糸・合繊糸の製造・加

工・販売を行っており、子会社柏平繊維工業㈱が梳毛糸および合繊糸の製造・加工を担当

しております。なお、平成19年６月１日付にて繊維部門のうち原糸事業部門を分社化し、

自立的な経営とマーケットへの機動的な対応を目指しております。（詳細につきまして

は、第２「事業の状況」５[経営上の重要な契約等]をご参照下さい。） 

 シニア事業部門 グループホーム「なでしこ大紀」の開業に続き平成19年３月には住宅型有料老人ホーム

「ボンセジュール小牧」に参画し、シニア事業を展開しておりますが、中央ケアサービス

㈱を通じてその運営管理を行っております。  

 その他 不動産の管理業として中央興産㈱、繊維設備等のリース業および損害保険代理業として中

央リース㈱があります。   



４【関係会社の状況】 

 （注） 有価証券報告書を提出しております。 

５【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であります。なお、臨時従業員はおりません。 

 （注）１ 従業員数は就業人員であります。なお、臨時従業員はおりません。 

        ２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含む平均給与であります。 

３ 前事業年度末に比べ従業員が27名増加しておりますが、主として新事業の不動産開発にかかわる従業員の

採用であります。 

(2）労働組合の状況 

 当社の労働組合は、UIゼンセン同盟中央毛織労働組合と称し、UIゼンセン同盟繊維関連部会に加盟し、会社と

は正常かつ安定した労使関係を維持しております。 

 なお、平成18年４月１日より労働組合と覚書を締結し、オープンショップ制を採用しております。 

名称 住所 
資本金又は出
資金(百万円) 

主要な事業の内容 

議決権の所有割合 
又は被所有割合 

関係内容 
所有割合 
（％） 

被所有割合 
（％） 

（親会社）            

株式会社ゼクス  

（注） 
東京都千代田区 5,228 

不動産コンサルティング

事業、シニアハウジング

＆サービス事業 

― 54.0 

 不動産の共同開発 

資金の借入 

 役員の兼任 １名 

  平成19年５月31日現在

事業部門名 従業員数（名） 

不動産開発部門 45 

不動産賃貸部門 4 

繊維部門 9 

シニア事業部門 2 

管理部門 21 

合計 81 

  平成19年５月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

81 42.4 5.5 5,330 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当事業年度におけるわが国経済は、好調な企業業績に支えられ、設備投資の増加や雇用環境の改善等により個

人消費も底堅く推移し、堅調な回復基調を辿りました。一方、米国経済や国内消費の動向等には引き続き不透明

なところもあり、景気の先行きは予断を許しません。 

 この中で不動産開発業界、特にマンション業界は、地価上昇に伴う販売価格の上昇により前年比での発売戸数

がやや減少したものの、おおむね堅調に推移いたしました。また不動産賃貸業界も景気の回復基調を反映し、空

室率も大幅に減少いたしました。毛糸業界は、豪州羊毛の原料高を背景として中国などの需要拡大も相俟って国

際的に原糸価格が高騰し、今後のコスト高の影響が懸念されます。シニアハウジング＆サービス業界は、高齢化

社会の進展により益々その需要が拡大して参りましたが、一方で業界への信頼を損なう事件も発生しており、今

後、一層の厳しさを増すものと予想されます。  

 当社の事業別内容では、まず不動産開発部門は土地仕入、建築着工等それぞれ順調に推移いたしました。マン

ション案件は、計画通り２件の竣工引渡しを行い、その結果マンション建築用資材の売上および仲介・コンサル

ティング業務の収益等を合わせて売上高111億46百万円、営業利益５億22百万円となりました。 

 不動産賃貸部門は、オフィスビル市況の改善とともに好調に推移し、売上高14億43百万円、営業利益４億86百

万円となりました。当社は、保有賃貸資産を見直し賃貸業の再構築を検討して参りましたが、当事業年度では、

本社隣接の丸満ビルの取得をきっかけに、広小路ビル、中央広小路ビルの２棟を売却し、 終的に三栄ビル、中

央伏見ビル、丸満ビル３棟の１棟大型ビルへの建替えを決定いたしました。現在、順次、建替計画を実行中であ

ります。 

 繊維部門は、モヘア価格の上昇および景気回復に伴う需要増加のなかで、効率経営に取り組んだ結果、売上高

は当初の見通しを上回り14億37百万円となり、営業損失は10百万円に留めることができました。 

 シニア事業部門は、グループホーム「なでしこ大紀」の運営も軌道に乗りつつあり、住宅型有料老人ホーム

「ボンセジュール小牧」にも運営参加いたしましたが、当事業年度は未だ先行経費の負担があり、営業損失44百

万円となりました。 

 以上の結果、売上高140億34百万円、営業利益９億53百万円、経常利益８億４百万円となりました。これに加え

て、特別利益として広小路ビル、中央広小路ビル２棟の固定資産売却益３億90百万円、投資有価証券売却益２億

30百万円があり、一方、三栄ビル、中央伏見ビル、丸満ビル３棟の１棟への建替え決定に伴う臨時償却費、ビル

建替費用等の特別損失９億93百万円、その他特別損失67百万円を計上した結果、当期純利益は１億71百万円とな

りました。 

 なお、前事業年度は決算期変更に伴い５ヶ月決算となったため、対前事業年度比較はおこなっておりません。 

部門別売上高 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金および現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動による資金の減少分を長期借

入金の調達および有形固定資産の売却等による収入で補い、前事業年度末に比べ54億69百万円増加し、69億82百

万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度における営業活動による資金の減少は、172億94百万円となりました。これは、主として不動産開

発事業の進捗に伴うたな卸資産の増加額166億88百万円の支出等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度における投資活動による資金の増加は、36億68百万円となりました。これは、主として、有形固

定資産の取得による10億91百万円の支出等に対し、有形固定資産の売却による収入44億69百万円等があったこ

とによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度における財務活動による資金の増加は190億95百万円となりました。これは、主として短期借入金

の純減少額９億40百万円、長期借入金の返済による支出24億18百万円等に対し、長期借入金の調達による収入

225億10百万円によるものであります。 

 なお、前事業年度は決算期変更に伴い５ヶ月決算となったため、対前事業年度比較はおこなっておりません。 

部門 
当期売上高 

 （百万円） 

構成比 

（％） 

 不動産開発部門  11,146 79.4 

 不動産賃貸部門  1,443 10.3 

 繊 維 部 門  1,437 10.2 

 シニア事業部門  6 0.1 

 合     計  14,034 100.0 



２【受注の状況】 

 受注実績 

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ２ 第94期は決算期変更に伴い５ヶ月決算となったため、対前事業年度比較は行っておりません。 

３【対処すべき課題】 

（1）当社の現状の認識・当面の対処すべき課題の内容・対処方針について 

 今後の見通しにつきましては、わが国経済は、引続き企業業績は堅調に推移し、雇用環境の改善等により、緩やか

な景気の回復が続くものと思われますが、金利上昇懸念や諸資源価格の高騰等予断を許さない状況にあります。 

 不動産開発事業においては、地価の上昇に伴い用地取得が非常に厳しくなっておりますが、ファミリー向け分譲マ

ンションの販売を中核として、投資用マンション開発、商業施設開発などを拡大いたします。 

 不動産賃貸事業は、保有ビルの老朽化対策および耐震補強対策等を考慮すると早急にリノベーションが必要であ

り、資産価値と収益性を向上させるべく、３棟の既存所有ビルを１棟の大型高層ビルに建替えることを決定し、現在

計画の実行中であります。 

 繊維事業は、従来の経営方針を見直し更なる効率化と高付加価値化が必要と判断し、モヘア等主力の原糸部門を分

社化することを決定いたしました。今後一層の選択と集中を進めます。 

 シニア事業は、東海地区において親会社ゼクスグループのノウハウとブランドを活用し、住宅型有料老人ホームの

事業に運営参加いたしましたが、今後この協業を更に強化、拡大いたします。 

 業務の適正を確保するための内部統制の確立が急務となっており、現在進行中の体制作りを早急に完了いたしま

す。 

 不動産開発事業が進捗するなかで、用地取得の資金は借入金に依存しており、有利子負債が高水準になる可能性が

あります。資金調達の多様化を検討し、純資産の拡充を図りながら、財務体質の強化を目指します。 

（2）株式会社の支配に関する基本方針について 

 当社は、株式会社ゼクスグループに属しております。今後とも当社は、株式会社ゼクスグループと良好な関係を維

持して行きたいと考えております。 

事業部門 
受注高 受注残高 

金額（千円） 金額（千円） 

 不動産開発部門 38,187,583 27,921,772 



４【事業等のリスク】 

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社の経営成績および財政状態に影響

を及ぼす可能性のある事項は以下のようなものがあります。当社は以下のリスクを十分認識し、それらの回避および

適切な対応に努めてまいります。 

 なお、将来に関する事項の記載については、当事業年度末において判断したものであります。 

(1）不動産開発事業のリスク 

 当社は団塊ジュニア世代の30代ファミリー向けの分譲マンションをメインに事業を展開しております。この世代

の取得者層によるマンションの購入意欲は景気の変動、金利動向、また、不動産関連の税制等に影響を受けやす

く、経済情勢の悪化、住宅ローン金利の上昇、および住宅取得に係る優遇税制、また消費税の改正等は当社の経営

成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

(2）不動産賃貸事業のリスク 

 当社は新築ビルへの建替えを決定いたしましたが、これに伴い空室化の進展と、その他費用の発生が見込まれ、

一時的に当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

(3）繊維事業のリスク 

 当社は羊毛およびモヘア等の原料(半製品)を購入し、原糸の製造・加工・販売を行い、また織物・編地の委託生

産・販売を行っております。原料価格は相場および為替レートの変動の影響を受け、織物・編地の価格は原料価格

の影響を受けるとともに、各種加工賃の変動が製造コストの増減要因となり、当社の経営成績および財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。 

(4）シニア事業のリスク 

 当社は住宅型有料老人ホームの運営を中心としたシニア事業を推進してまいりますが、売上高の大半が介護保険

法内のサービスであり、介護保険制度や介護報酬の見直し等は、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。 

(5) 借入金への依存によるリスク 

 当社は不動産賃貸物件および不動産開発(主にマンション)用土地の取得資金等は主に金融機関からの借入金に依

存しております。不動産開発事業についてはリードタイムが長いため、一時的な現象ではありますが、金利の上

昇・金融機関の融資方針の変更等は、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

(6）法的規制によるリスク 

 当社は不動産賃貸および開発事業を行うにあたり、宅地建物取引業法・建築基準法・国土利用計画法・都市計画

法・借地借家法等の様々な法律により法的規制を受けております。また、シニア事業におきましても、介護福祉

法・老人福祉法により規制を受けております。今後、上記の諸法規等の内容が変更された場合は、当社の経営成績

および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

(7）株価変動によるリスク 

①市場性のある株式保有 

 当社は市場性のある株式を保有しており、株価が大幅に下落した場合にはその他有価証券評価差額金の減少、

評価損の計上、売却時に損失が発生するなど当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

②退職給付会計 

 当社は厚生年金制度と適格退職年金制度を採用しておりますが、年金資産に相当量の市場性のある株式が含ま

れており、かつ退職給付会計で簡便法を採用しているため、株価が大幅に下落した場合には年金資産の減少が生

じ、その結果、退職給付費用の計上額が増加する恐れがあり、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。 

 (8) 地価の変動によるリスク 

 当社は土地を所有しており、地価が大幅に下落した場合は、減損処理に伴う損失が発生する恐れがあり、当社の

経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 (9) 災害等によるリスク 

 当社はショッピングセンター・商業ビル等の不動産賃貸物件、およびマンション等の不動産開発物件のほか、事

業所・工場等の設備を持ち、営業活動を行っておりますが、大規模な地震・風水害等の自然災害や火災等が発生し

た場合は、物件の毀損等営業活動に大きな支障が生じるなど、当社の経営成績および財政状態に影響を及す可能性

があります。 



５【経営上の重要な契約等】 

 当社は、平成19年５月10日開催の取締役会において、平成19年６月１日付にて当社の繊維事業における原糸事業部

門（営業第一部および繊維業務管理部）を会社分割し、その事業を新たに設立する会社「中央スピニング株式会社」

に承継することを決定いたしました。 

（1）会社分割の目的 

 当社の繊維事業のうち、モヘア等高級服地用原糸で定評のある原糸事業部門（営業第一部および繊維業務管理

部）を分社化することによって機動的な事業構造を確立し、自立した経営およびマーケットの変化に柔軟に対応し

うる運営を目指すことといたしました。 

 併せて、現在当社の子会社である柏平繊維工業株式会社を、分社化した新設会社の子会社とし、製販一貫した運

営体制によって事業ノウハウを一体化し、競争力の向上と一層の効率化を図ってまいります。 

（2）会社分割の要旨 

①分割の日程 

 分割計画承認取締役会   平成19年５月10日 

 分割の効力発生日    平成19年６月１日 

 新設会社設立登記日   平成19年６月１日 

  本件会社分割については、会社法第805条の規定に基づき、株主総会の承認を得ることなく行います。 

②分割方式 

 当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割（簡易分割）といたします。 

③株式の割当て 

 会社分割に際して新設会社が発行する普通株式4,000株のすべてを、当社に対して割当て交付いたします。 

④分割により増加または減少する資本金等 

 分割により増加または減少する資本金等はありません。 

⑤当社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

 分割による当社新株予約権に関する取扱いは変更ございません。 

 なお、当社は新株予約権付社債を発行しておりません。 

⑥会計処理の概要 

 分割会社の資産及び負債は、新設会社においても、分割会社における当該資産及び負債の適切な帳簿価格にて

計上されます。 

⑦新設会社が承継する権利義務 

 新設会社は、分割の効力発生日に分割会社が分割する事業に関して有する資産、債務及びこれに付随する一切

の権利義務を承継するものとします。なお、債務の承継については重畳的債務引受の方法によるものといたしま

す。 

 また、分割の効力発生日において本事業に従事する従業員については、全員が新設会社に出向するものといた

します。 

⑧分割する資産、負債の状況（平成19年５月31日現在） 

⑨債務履行の見込み 

 分割会社及び新設会社が、本件分割後に負担すべき債務の履行の確実性に問題がないものと判断しておりま

す。 

⑩新設会社の概要 

６【研究開発活動】 

 特記すべき事項はありません。 

資産 金額（千円） 負債 金額（千円） 

流動資産 510,874 流動負債 527,114 

固定資産 259,993 固定負債 36,829 

合計 770,868 合計 563,944 

商号 中央スピニング株式会社 

事業内容 高級服地用原糸の製造・加工・販売 

設立年月日 平成19年６月１日 

本店所在地 愛知県稲沢市 

代表者名 代表取締役  鈴木 一正 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1）財政状態の分析 

① 流動資産 

 当事業年度末の流動資産の残高は、408億36百万円と前年度末に比べ257億87百万円増加しました。その主な

要因は、マンション用地の仕入およびマンション建築の進捗に伴う開発用不動産、仕掛用不動産の増加による

ものであります。 

② 固定資産 

 当事業年度末の固定資産の残高は、114億17百万円と前年度末に比べ41億15百万円減少しました。その主な

要因は、不動産賃貸事業の再構築の一環である広小路、中央広小路ビル２棟の売却によるものであります。 

③ 負債 

 当事業年度末の負債の残高は、442億22百万円と前年度末に比べ217億74百万円増加しました。その主な要因

は、上記①の見合い調達資金である１年内返済の長期借入金を含む短期、長期借入金の増加191億51百万円に

よるものであります。 

④ 純資産 

 当事業年度末の純資産は80億31百万円と前年度末に比べ１億２百万円減少しました。その主な要因は、利益

の内部留保はあるものの、その他有価証券評価差額金の減少２億12百万円によるものであります。 

(2）経営成績の分析 

① 売上高 

 当事業年度の売上高は、140億34百万円となりました。部門別売上高の状況は、「第２[事業の状況]１[業績

等の概要]」に記載のとおりです。当事業年度より不動産開発部門の売上構成比が79.4％と著しく増加してお

ります。予定通りマンション案件２件の竣工、引渡しが完了し、これが売上高に貢献しました。 

② 売上総利益 

 当事業年度の売上総利益は27億25百万円となりました。特に不動産開発部門の利益が寄与しております。 

③ 販売費及び一般管理費 

 当事業年度の販売費及び一般管理費は、予定通り進捗し17億72百万円となりました。 

④ 営業利益 

 当事業年度の営業利益は９億53百万円となりました。不動産開発部門と不動産賃貸部門の利益によるもので

あります。 

⑤ 経常利益 

 営業外損益の主なものは、借入金の支払利息および金融手数料であり、営業利益よりこれを差し引き、当事

業年度の経常利益は８億４百万円となりました。 

⑥ 特別利益・損失 

 特別利益として広小路、中央広小路ビル２棟の売却益３億90百万円、投資有価証券売却益２億30百万円があ

ります。特別損失として三栄ビル、中央伏見ビルおよび当事業年度購入しました丸満ビルの３棟を大型高層ビ

ル１棟へ建替えすることに伴う臨時償却費および建替費用等合わせて９億93百万円、その他特別損失67百万円

を計上しました。 

⑦ 当期純利益 

 当事業年度の税引前当期純利益は３億64百万円となり、これに法人税、住民税及び事業税６億６百万円、法

人税等調整額△４億13百万円を計上し、当期純利益は１億71百万円となりました。 

(3）キャッシュ・フローの分析 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、「１業績等の概要(2）キャッシュ・フロー

の状況」に記載のとおりであります。 

（注） 当社は、平成18年３月29日開催の定時株主総会において、決算期を従来の12月31日から５月31日とする定款

の変更を行いました。この経過措置として、前事業年度は平成18年１月１日から平成18年５月31日までの５ヶ

月間となったため、対前事業年度比較は行っておりません。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当事業年度は、賃貸用不動産の見直しを行い、選択と集中による賃貸事業の再構築を目的として、本社隣接の丸満

ビルを９億60百万円で取得いたしました。その後、この丸満ビルを含む３棟のビルを１棟の大型高層ビルに建替える

ことを決定し、現在建替計画を実行中であります。 

２【主要な設備の状況】 

（平成19年５月31日現在） 

 （注）１ 帳簿価額のうち、「その他」は、車両及び運搬具及び工具器具備品の合計であります。 

２ 土地の面積の〈 〉内数値は、賃借物件であります。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４ リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。 

事業所名及び 
賃貸先名 
（所在地） 

事業の種類別
名称 

設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
（名） 建物及び 

構築物(千円)
機械装置 
（千円） 

土地 
（千円） 

（面積㎡） 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

 ㈱マイカル 

 (三重県津市) 

不動産賃貸

部門 

津ショッピングセ

ンター“津サテ

ィ” 

3,333,010 8,936 
1,051,256 

(29,870.78)
974 4,394,177 0 

 中央伏見ビル 

 (名古屋市中区) 
貸ビル 67,922 ― 

1,904,303 

(622.93)
657 1,972,884 0 

 三栄ビル 

 (名古屋市中区) 
貸ビル 155,837 46,947 

921,718 

(1,386.19)
108 1,124,611 0 

 丸満ビル 

 (名古屋市中区) 
貸ビル ― ― 

960,921 

(483.85)
― 960,921 0 

 ㈱オームズ 

 (三重県多気郡多気町) 
貸工場 121,525 638 

3,226 

(3,655.19)

<1,068>

856 126,246 0 

  ㈱オームズ 

 (三重県多気郡多気町) 
貸工場 81,042 1,862 

63,850 

(2,248.59)
― 146,755 0 

 なでしこ大紀 

 (三重県度会郡大紀町) 

シニア事業

部門 
介護施設 77,663 ― 

14,825 

(1,835.55)
277 92,765 0 

 稲沢事業所 

 (愛知県稲沢市) 
繊維部門 

梳毛糸他の販売 14,631 ― 
41,268 

(3,161.62)
381 56,281 10 

 柏平繊維工業㈱ 

 (福島県喜多方市) 

梳毛糸及び合繊糸

の製造設備 
70,162 8,996 

107,335 

(13,716.88)
― 186,493 0 

 本社 

 (名古屋市中区) 
共通部門 

全社管理業務、不

動産賃貸業務及び

不動産開発業務 

12,527 ― 
― 

(―)
3,157 15,685 25 

名称 数量 リース期間 
年間リース料 
（千円） 

リース契約残高 
（千円） 

備考 

車両及び運搬具 １台 ６年 516 172 
所有権移転外ファイ

ナンス・リース 

工具器具備品 一式 ６年 175 10,877 同上 

ソフトウエア 一式 ６年 185 11,517 同上 

工具器具備品 一式 ５年 ― 3,690 同上 



３【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設及び改修等 

 当事業年度において、三栄ビル、中央伏見ビル、丸満ビル３棟の１棟大型高層ビルへの建替えを決定いたしま

した。当社の不動産賃貸事業の総合的な見直しの一環であり、現在、テナント各位の立退きを依頼中であります

が、未だ全体計画は確定いたしておりません。当事業年度において、1,040百万円の投資支払額がありますが、投

資予定総額、資金調達方法、着手および完了予定年月等概要が固まり次第、別途開示いたします。 

(2）重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

 ②【発行済株式】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 44,800,000 

計 44,800,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成19年５月31日） 

提出日現在発行数 
（株） 

（平成19年８月23日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 27,144,001 27,144,001 

名古屋証券取引所 

市場第二部 

東京証券取引所 

市場第二部 

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら

限定のない当社にお

ける標準となる株式 

計 27,144,001 27,144,001 ― ― 



(2）【新株予約権等の状況】 

 当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法

によるものであります。 

 （平成18年８月23日定時株主総会決議） 

 会社法に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員（執行役員等を含む。以下同じ。）ならびに当社子会社の

取締役、監査役及び従業員に対してに新株予約権を発行することを、平成18年８月23日の定時株主総会において

決議されたものであります。 

（注）１  当社が当社普通株式の株式分割（株式無償割当てを含む。）または、株式併合を行う場合には、当該新株

予約権に係る付与株式数は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整する。 

  調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

 また、当社が資本の減少を行う場合等、当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得な

い事由が生じたときは、資本の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式

数を調整する。 

 なお、上記の調整の結果生じる１株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。 

 
事業年度末現在 

（平成19年５月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年７月31日） 

新株予約権の数 700個 同 左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 同 左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同 左 

新株予約権の目的となる株式の数 700,000株（注）１ 同 左 

新株予約権の行使時の払込金額 
 新株予約権１個当たり 399,000円 

（１株当たり   399円）
同 左 

新株予約権の行使期間 
自 平成21年５月２日 

至 平成24年５月１日 
同 左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 

  

資本組入額 

１株当たり  399円

 （注）２ 

１株当たり  200円

同 左 

新株予約権の行使の条件 

・各新株予約権の一部行使はできな

いものとする。 

・新株予約権者は、平成19年１月末

現在当社及び当社子会社の在籍者

でかつ新株予約権の行使時におい

ても当社または当社子会社の取締

役、監査役または従業員等の地位

にあることを要する。 

 ただし、任期満了による退任及び

定年退職、その他正当な理由があ

ると取締役会が認めた場合はこの

限りではない。 

・新株予約権の相続はこれを認めな

い。  

・その他の行使条件については、当

社第94回定時株主総会決議および

平成19年４月16日開催の当社取締

役会決議に基づき、当社と新株予

約権者の間で締結した「新株予約

権割当契約書」に定めるところに

よる。 

同 左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

譲渡による新株予約権の取得につ

いては、取締役会の承認を要す

る。 

同 左 

代用払込みに関する事項 ― 同 左 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
（注）３ 同 左 



（注）２ 発行価格の調整は以下のとおりとする 

(1) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

(2) 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式につき新株式の発行または自己株式の処分を

行う場合には次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。ただし、

新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。 

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分

を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

（注）３  当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時

点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予

約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。 

 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸

収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）１に準じて決定する。 

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上

調整した再編後払込金額に(3)にしたがって決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得

られる金額とする。 

(5)新株予約権を行使することができる期間 

 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行

使することができる期間の満了日までとする。  

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限 

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。   

  
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額  × 

 １   

   分割（または併合）の比率   

              

          
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

  調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × １株当たり時価 

          既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  （注） 新株予約権の行使による増加であります。 

(5）【所有者別状況】 

 （注）１ 自己株式28,425株は、「個人その他」に28単元、「単元未満株式の状況」に425株含まれております。 

なお、この自己株式数は、株主名簿上の株式数であり、平成19年５月31日現在の実質保有株式数と一致して

おります。 

２ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、３単元含まれております。 

(6）【大株主の状況】 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高
（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金 
増減額（千円） 

資本準備金 
残高（千円） 

 平成18年１月１日～ 

 平成18年５月31日 
3,846,153 27,144,001 1,003,845 3,361,765 996,154 2,532,806 

  平成19年５月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数1,000株） 
単元未満株
式の状況 
（株） 

政府及び地方
公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の 
法人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（名） ― 9 16 26 14 ― 1,642 1,707 ― 

所有株式数

（単元） 
― 1,671 1,173 17,369 306 ― 6,517 27,036 108,001 

所有株式数の

割合（％） 
― 6.18 4.34 64.24 1.13 ― 24.11 100.0 ― 

  平成19年５月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社ゼクス 東京都千代田区内幸町１丁目１番７号 14,588 53.74 

株式会社ＥＩＧＥＮＶＥＣ 東京都港区虎ノ門１丁目25－５ 2,558 9.42 

日本証券金融株式会社 
東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10

号 
649 2.39 

永和証券株式会社 大阪市中央区今橋１丁目７－22 483 1.77 

安義明 千葉県船橋市 481 1.77 

山田治美 愛知県豊明市 477 1.75 

日新火災海上保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台２丁目３番地 450 1.65 

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２丁目１番１号 293 1.08 

光世証券株式会社 大阪市中央区北浜２－１－10 200 0.73 

日興コーディアル証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町６－５ 188 0.69 

計 ― 20,367 75.03 



(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式（失念株式）が3,000株

（議決権３個）含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式425株が含まれております。 

②【自己株式等】 

  平成19年５月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式   28,000
― 

権利内容に何ら限定のない当社におけ

る標準となる株式 

完全議決権株式（その他） 
普通株式  

27,008,000
27,008 同上 

単元未満株式 
普通株式    

108,001
― 同上 

発行済株式総数 27,144,001 ― ― 

総株主の議決権 ― 27,008 ― 

  平成19年５月31日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株式
数（株） 

他人名義所有株式
数（株） 

所有株式数の合計
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社 

中央コーポレーション 

名古屋市中区錦 

一丁目３番４号 
28,425 ― 28,425 0.10 

計 － 28,425 ― 28,425 0.10 



(8）【ストックオプション制度の内容】 

 当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法

によるものであります。 

 当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

（平成18年８月23日定時株主総会決議） 

 会社法に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員（執行役員等を含む。以下同じ。）ならびに当社子会社の

取締役、監査役及び従業員に対してに新株予約権を発行することを、平成18年８月23日の定時株主総会において

決議されたものであります。 

（注） 新株予約権の内容については、「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

決議年月日 平成18年８月23日 

付与対象者の区分及び人数 

取締役７名 

監査役３名 

当社の従業員ならびに当社子会社の取締役、監査役及

び従業員 

新株予約権の目的となる株式の種類 （注） 

株式の数 （注） 

新株予約権の行使時の払込金額 （注） 

新株予約権の行使期間 （注） 

新株予約権の行使の条件 （注） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注） 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注） 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】  

会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得 
  
   (1）【株主総会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

（3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 （注）当期間における取得自己株式には、平成19年８月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれておりません。 

   (4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 （注）当期間における保有自己株式数には、平成19年８月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式は含まれておりません。 

３【配当政策】 

 当社は収益力の向上と企業体質の一層の充実強化を図り、株主に対して安定的な配当を継続して行うことを基本

方針とした上で、中長期的な業績動向や将来の成長に向けた資金需要見通し等を考慮し、年１回の剰余金の配当を

行っていく方針であります。また、平成18年８月23日開催の第94回定時株主総会において、剰余金の配当等を取締

役会決議で行う旨の定款変更を承認頂いております。 

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 

 今後につきましては、事業拡大に向けて内部留保を充実させながら、当面の間は配当性向20％程度を目安に安定

的な利益還元を維持することに努めてまいります。 

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

当事業年度における取得自己株式 5,686 1,913,352 

当期間における取得自己株式 1,945 747,068 

区分 

当事業年度 当期間 

 株式数（株） 
処分価額の総額

（円）  
株式数（株） 

処分価額の総額
（円）  

引き受ける者の募集を行った取得自己

株式 
－ － － － 

消却の処分を行った取得自己株式 － － － － 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を

行った取得自己株式 
－ － － － 

その他 

（単元未満株式の買増請求による売渡） 
1,731 554,198 － － 

保有自己株式数 28,425 － 30,370 － 

決議年月日 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額 

（円） 

平成19年７月11日 

取締役会決議 
108,462 4 



４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）１ 株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

２ 第94期は、決算期変更により平成18年１月１日から平成18年５月31日までの５ヶ月間となっております。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

回次 第90期 第91期 第92期 第93期 第94期 第95期 

決算年月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年５月 平成19年５月 

最高（円） 128 120 453 436 641 419 

最低（円） 66 72 109 220 361 250 

月別 平成18年12月 平成19年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 

最高（円） 324 340 419 416 403 402 

最低（円） 274 285 324 376 336 361 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（千株） 

代表取締役 

社長 
社長執行役員 植 野 晃 年 昭和18年７月19日生

昭和48年６月 日商岩井株式会社 

（注）３  12 

  （現双日株式会社）入社 

昭和62年10月 日商岩井不動産株式会社 

  （現双日株式会社）出向 

  建設・不動産本部建設部長 

平成２年６月 同社 取締役 

  建設・不動産本部長 

平成６年10月 日商岩井株式会社 

  建設・不動産本部 

  国内開発建設部長 

平成10年５月 同社 建設都市開発本部長 

平成13年６月 同社 常務執行役員 

  建設都市開発 

  カンパニープレジデント 

平成15年４月 日商岩井不動産株式会社 

  代表取締役社長 

平成17年４月 同社 顧問 

平成18年２月 当社 顧問 

平成18年３月 当社 代表取締役社長  

  社長執行役員（現任） 

取締役副社長 

副社長 

執行役員  

不動産開発 

部門長  

市 岡 隆 治 昭和22年12月24日生

昭和45年４月 日商岩井株式会社 

（注）３  ２ 

  （現双日株式会社）入社 

昭和62年10月 日商岩井不動産株式会社 

  （現双日株式会社）出向 

  住宅事業本部住宅部 次長 

平成元年10月 同社 住宅事業本部住宅部長 

平成７年６月 同社 取締役 

  住宅事業本部長兼住宅部長 

平成11年４月 同社 常務取締役 

  住宅事業本部長 

平成13年６月 同社 代表取締役専務 

  東京営業本部長 

平成16年12月 同社 代表取締役副社長 

平成18年８月 当社 顧問  

  当社 取締役副社長  

  副社長執行役員（現任） 

専務取締役 

専務執行役員 

管理部門長  

兼 

企画部門長  

岩 田 一 三 昭和20年２月20日生

昭和38年４月 岩井産業株式会社 

（注）３  ３ 

  （現双日株式会社）入社 

平成11年５月 同社 機械経理部長 

平成12年５月 日商岩井不動産株式会社 

  （現双日株式会社） 

  管理本部副本部長 

  兼本社管理本部長 

平成12年６月 同社 取締役  

平成14年５月 同社 常務取締役 

平成15年６月 同社 代表取締役専務 

平成18年４月 当社 専務執行役員  

平成18年８月 当社 専務取締役  

  専務執行役員（現任） 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（千株） 

常務取締役 

常務執行役員 

名古屋事業 

部門長 

伊 藤 昌 人 昭和22年12月14日生

昭和45年４月 当社 入社 

（注）３  10 

平成７年４月 当社 営業第一部長兼原糸一課長 

平成11年４月 当社 営業本部長補佐 

  原糸課担当 

平成14年４月 当社 管財不動産部長 

平成17年３月 当社 取締役 管財不動産部長 

平成18年３月 当社 取締役 退任 

  当社 執行役員 

  管財不動産本部長  

平成18年８月 当社 常務取締役 

  常務執行役員（現任） 

取締役   望 月 高 世 昭和18年12月21日生

昭和41年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社 

（注）３  ３ 

  三菱東京ＵＦＪ銀行）入社 

平成３年４月 同行 営業統括部長 

平成４年６月 同行 取締役 総務部長 

平成６年６月 同行 常務取締役 企画部担当 

平成８年４月 同行 常務取締役 融資部担当 

平成９年５月 同行 常務取締役 リスク管理部 

  与信企画部 融資部担当 

平成13年４月 株式会社ＵＦＪホールディングス 

  （現 株式会社三菱ＵＦＪ 

   フィナンシャル・グループ） 

  専務取締役 リスク管理担当 

平成13年５月 同社 退社 

平成15年８月 株式会社ゼクス 

  最高顧問（現任） 

平成18年３月 当社 取締役（現任）   

取締役   坂 田 雄 一 昭和47年７月５日生

平成８年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 

（注）３  ３ 

平成10年12月 同社 退社 

平成11年１月 株式会社ゼクス 入社 

平成14年１月 同社 不動産事業開発部長 

平成16年６月 同社 執行役員 

  不動産事業開発部長（現任） 

平成18年３月 当社 取締役（現任） 

平成18年８月 株式会社ゼクス 取締役 

  不動産事業開発管掌 

  兼大阪支店長（現任） 

取締役   竹 内 稔 昭和12年７月22日生

昭和36年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 

（注）３  ― 

平成９年６月 伊藤忠ハウジング株式会社 

  取締役副社長  

  伊藤忠レント株式会社 

  取締役社長 

平成13年４月 成田興業株式会社 

  代表取締役社長 

平成18年３月 当社 監査役 

平成18年８月 当社 取締役（現任） 

 



（注）１ 取締役望月高世、坂田雄一、竹内稔の各氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 監査役和泉忠義、加藤翼の両氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３ 平成19年８月22日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結の時 

４ 平成18年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結の時 

５ 平成18年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結の時  

６ 所有株式数には平成19年８月の役員持株会における買付分は含まれておりません。また、千株未満は記載

しておりません。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（千株） 

常勤監査役   浅 井 積 夫 昭和22年３月13日生

昭和45年９月 当社 入社 

（注）４  131 

平成５年４月 当社 財務部長代理兼財務課長 

平成６年７月 当社 経理部長代理  

平成７年４月 当社 経理部長 

平成13年３月 当社 取締役 経理部長 

平成18年４月 当社 取締役 

  執行役員 名古屋管理本部長 

平成18年８月 当社 監査役（現任） 

監査役   和 泉 忠 義 昭和13年12月９日生

昭和37年４月 安宅産業株式会社 

（注）５  ３ 

  （現 伊藤忠商事株式会社）入社 

平成２年３月 Ｉｔｏｕｃｈｕ Ｂｒａｚｉｌ  

  Ｓ．Ａ．ブラジル会社 

  副社長兼中南米総務支配人席 

平成８年３月 伊藤忠ファイナンス株式会社 

   取締役管理本部長 

平成10年４月 同社 専務取締役 

  ベンチャーキャピタル本部長  

平成15年２月 株式会社ゼクス 

  監査役（現任）  

平成16年８月 株式会社ゼクスコミュニティ  

  監査役（現任） 

平成18年３月 当社 監査役（現任） 

監査役   加 藤 翼 昭和19年10月２日生

昭和43年４月 安宅産業株式会社 

（注）４ ― 

  （現 伊藤忠商事株式会社）入社 

昭和61年５月 同社 ソウル支店  

平成２年10月 同社 名古屋支店  

  財務部経理第二課長 

平成５年10月 同社 九州支店 

  財経・総務部審査法務課長  

平成８年９月 伊藤忠ファイナンス株式会社 

  出向 審査部長 

平成10年９月 同社 入社 審査部長 

平成13年７月 同社 取締役 審査部長  

平成18年６月 同社 退社  

平成18年８月 当社 監査役（現任）  

         計   173 



７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査

役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

（注）① 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。 

② 清水幸雄氏は、当社と顧問契約を締結しております。 

③ 清水幸雄氏を補欠の社外監査役候補者とする理由は、長年の弁護士として培われた法律知識を、

監査役に就任された場合に当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役として選

任をお願いするものであります。また、企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士とし

て企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられることから、社外監査役と

しての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 

④ 清水幸雄氏が監査役に就任された場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条

第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任

の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。 

氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（千株） 

清水幸雄 昭和６年２月５日生 

昭和40年４月 

昭和47年４月 

  

弁護士登録  

清水幸雄法律事務所開設  

現在にいたる  

（注） ―  



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方 

 当社は、株主価値の増大を図ることがコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。 

 そのためには、ステークホルダーと良好な関係を築く中で、健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応え

る企業として、法令を遵守し、当社ホームページ等を通じ積極的かつ迅速な情報公開をはかり、経営の透明性を

高めてまいります。 

１．会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

(1) 会社の機関の基本説明 

 「経営の重要事項の意思決定」はすべて取締役会において行われ、月１回の定例取締役会のほか、必要に

応じ機動的に臨時取締役会を開催しております。また、業務執行に関する重要事項を付議する審議機関とし

て経営会議を設置し、その下に事業部門別に３つの審議会を設置し、各事業の業務執行に関する意思決定の

迅速化及び監督機能の強化を図っております。 

 内部監査室は年間スケジュールに則り、管理・運営の制度および業務遂行状況を合法性・合理性の観点か

ら公正かつ客観的な立場で検討・評価し、業務の改善を促進させる体制をとっております。 

 また、監査役は取締役会をはじめ経営会議および各審議会に出席し、取締役等から営業の報告を受けると

ともに決裁書類の閲覧、内部監査室や会計監査人からの報告聴取等の連携を通じて、当社の業務執行状況の

監査を実施しております。 

 さらに、重要な法務的課題などにつきましては、弁護士等の専門家に相談して必要な検討をしておりま

す。また、通常の会計監査に加えて、必要に応じて重要な会計的課題について会計監査人に見解を求め、公

正かつ適切な会社情報を開示することに努めております。 

 なお、顧問弁護士、監査法人ともに、当社と利害関係はありません。 

(2) 以上に述べた当社の業務執行及び監視体制を図表で示すと、次のとおりとなります。 

２．内部統制システムの整備の状況 

(1) 企業運営の基本方針 

 当社は不動産開発事業・不動産賃貸事業・シニア事業・繊維事業の４事業分野において、『(a)品質重

視、(b)顧客満足の向上、(c)ＣＳＲの徹底』を経営理念として掲げ、常にお客様のニーズを先取りし新しい

価値を創造し続けることで、心の豊かな社会の実現に貢献することを目指します。この企業ミッションの実

現に向け、下記の４項目を当社の企業統治の基本項目と位置づけ、適切な業務運営を行ってまいります。 

① 「業務執行、監督・管理、監査」に係る機関職務を適正に執行できるようにいたします。 

② 高い企業倫理の基に「内部統制システム」の整備・運営を行う体制を構築し、定期評価を行ってまい

ります。 

③ PDCA（Plan－Do－Check & Action）の手法を用い、常に業務運営状況の改善・向上に努めます。 

④ 職務・業務執行の透明性(トランスパレンシー)確保に努めると共に、企業の説明責任（アカウンタビ

リティ）を果たします。 



(2) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制 

① 取締役各自が企業経営者としての高い使命感を持って職責を全うすることを目的として、その職務の執

行が法令及び定款に厳正に適合し、かつ社会的責任を果たすために、コンプライアンス・ポリシー等（役

員行動規範・コンプライアンス規程・社内通報規程）を制定し、取締役全員に周知徹底させる。 

② コンプライアンス担当役員を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、委員会の定期開催や研修

の実施により、取締役全員に対してコンプライアンスの知識・意識の向上を図る。 

(3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、各種契約書、その他業務の執行に係る重要な文書、及び各種

会議情報、個人情報、取引先情報等の情報について、別途定める社内規程に基づき、保存年限を各別に定

め、保存及び管理を行う。 

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 取締役会規程に基づき、「経営の重要事項の意思決定」は全て取締役会において行われる。月１回の定

例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催する。 

② 業務執行に関する重要事項を付議する審議機関として経営会議を設置し、その下に事業部門別に３つの

審議会を設置し、各事業の業務執行に関する意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図る。 

③ 取締役は経営の迅速化、監督機能の強化など経営機能を果たすと共に、業務執行についても積極的な指

導的役割を果たす。 

④ 中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化し、各部門ごとにその目標達成に向け具体案

を立案、実行する。併せて社員の評価制度（MBO制度）により業績評価を厳正に行い、個々の社員の目標

完遂意識を高め、事業推進力を強化する。 

⑤ 職務分掌並びに意思決定ルールを定め、『職務権限規程』を制定すると共に、その運用状況について定

期的に検証する。 

(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、コンプライアンス・ポリシ

ー等（行動規範・コンプライアンス規程・社内通報規程）を制定し、全職員に周知徹底させる。 

② コンプライアンス委員会の定期開催や研修の実施により、職員に対してコンプライアンスの知識・意識

の向上を図る。  

③ 内部監査室は、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会と連携し、コンプライアンス・リ

スクの状況を定期的に監査し、取締役会及び監査役会に報告する。 

④ 本項の目的遂行のため、社内における、教育研修制度等を充実させ、職員の自己啓発を促進する。 

(6) 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

① グループ共通のコンプライアンス・ポリシー等（行動規範・コンプライアンス規程・社内通報規程）を

定め、全役職員に周知徹底させる。 

② 子会社にコンプライアンス・リスク管理担当役員を置き、研修の実施により、子会社役職員のコンプラ

イアンスの知識・意識の向上を図る。 

③ 子会社においても当社内部監査室はコンプライアンス及びリスクの状況を定期的に監査し、取締役会及

び監査役会に報告する。また、必要に応じて各子会社のコンプライアンス・リスク管理担当役員と情報交

換を行う。 

④ 親会社の「グループ経営を管理する部署」が構築する一体的なグループ経営指導体制のもと、毎月１回

「グループ経営会議」に参加する。 

⑤ 監査役は、内部監査室、会計監査人及び子会社の監査役との連携を密にし、適切な意思の疎通、効果的

な監査業務の遂行及び情報交換が出来る体制を確保する。 

(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

① 監査役を補助する使用人の配置は、監査役の要請に基づき時期を見て実施するものとする。 

② 内部監査室は、監査役会との協議により監査役の要望した事項を監査し、その結果を監査役会に報告す

る。 



(8) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

 使用人が配置された場合の人事異動その他の事項については、その独立性を確保するため、監査役と協議

する。 

(9) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制 

① 取締役及び使用人は以下の事項が生じたときは監査役に報告する。 

ａ. 当社及び当社グループに重大な影響を与える事項が発生又は発生する恐れがあるとき 

ｂ. 役職員による違法又は不正な行為を発見したとき 

② 内部監査室は、内部監査報告書を監査役に提出し、必要時には内容の説明を行う。 

③ 内部通報制度の適正な運用を行い、通報の内容を監査役に報告する。 

④ その他監査役が報告すべきものと定めた事項について報告する。 

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 監査の有効性・有用性に対する理解の浸透を図るとともに、監査役の独立性を確保する。 

② 監査役は、内部監査室及び会計監査人との連携を密にして、適切な意思の疎通、効果的な監査業務の遂

行及び情報交換が出来る体制を確保する。 

③ 代表取締役は、監査役(会)との定期的な意見交換会を開催する。 

(11) 会計監査の状況 

① 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数  

（＊）継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。  

② 監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士 ４名 

会計士補  ３名 

その他   ４名 

(12) 社外取締役および社外監査役との関係 

・取締役 望月高世氏は、株式会社ゼクスの最高顧問に就任しております。 

・取締役 坂田雄一氏は、株式会社ゼクスの取締役を兼務しております。 

・監査役 和泉忠義氏は、株式会社ゼクスの常勤監査役（社外）および株式会社ゼクスコミュニティの社外

監査役を兼務しております。 

 株式会社ゼクスは当社の親会社であり、株式会社ゼクスコミュニティは株式会社ゼクスの子会社でありま

す。 

 また、社外取締役の望月高世、坂田雄一、竹内稔の３氏、ならびに社外監査役である和泉忠義、加藤翼の

２氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、当社との間で同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する

契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令で定める額としております。 

(13) 取締役の定数 

 当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。 

(14) 取締役の選任の決議要件 

 当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。 

(15) 監査役の選任の決議要件 

 当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。 

公認会計士の氏名等 所属する監査法人名 

指定社員 

業務執行社員 

 岡野 英生 

 横井 直人 

 久野 誠一 

あずさ監査法人 



(16) 自己の株式の取得 

 当社は自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行す

ることを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等によ

り自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。 

(17) 剰余金の配当等の決定機関 

 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を

除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。 

３．リスク管理体制の整備状況 

(1) リスクマネジメント担当役員を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、各部と連携しながら当

社を取り巻く各種リスクの抽出・識別・評価・分析・対応策の立案を行い、各部門に周知徹底する。また、

内部監査室と協力し定期的なレビューを行うと共に、リスク顕在化の場合には、当委員会のもとで問題の早

期解決を図る。 

(2) リスク管理規程を作成し、各部門でのリスクの顕在化を防止する。 

４．役員報酬の内容 

 当社の取締役に対する報酬の内容は、年間報酬総額60百万円、監査役に対する報酬の内容は、年間報酬総額

13百万円であります。当該金額には、役員賞与として費用処理した5,572千円、および株式報酬費用935千円を

含んでおります。 

 取締役の報酬限度額は、平成18年８月23日第94回定時株主総会にて決議された年額300,000千円以内でありま

す(ただし、使用人分給与を含んでおりません。)。 

 監査役の報酬限度額は、平成18年８月23日第94回定時株主総会にて決議された年額60,000千円以内でありま

す。 

５．監査報酬の内容 

 公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 18百万円 



第５【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

(1） 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以

下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前事業年度（平成18年１月１日から平成18年５月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、

当事業年度（平成18年６月１日から平成19年５月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成して

おります。 

(2） 当社は、平成18年３月29日開催の第93期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算期を12月31

日から５月31日に変更いたしました。これに伴い、第94期事業年度は、平成18年１月１日から平成18年５月31

日までの５ヶ月間となっております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第94期事業年度（平成18年１月１日から平成18年５月31日ま

で）の財務諸表については新日本監査法人により監査を受け、また、第95期事業年度（平成18年６月１日から平成

19年５月31日まで）の財務諸表についてはあずさ監査法人により監査を受けております。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

  前事業年度   新日本監査法人 

  当事業年度   あずさ監査法人 

３ 連結財務諸表について 

 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和51年大蔵省令第28号）第５条第２項により、当社で

は、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程

度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。 

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

資産基準      0.14％ 

売上高基準     1.56％ 

利益基準      2.39％ 

利益剰余金基準  1.10％ 

※ 会社間項目消去後の数値により算出しております。 



１【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
  
  

第94期 
（平成18年５月31日） 

第95期 
（平成19年５月31日） 

 区分 
 注記 

 番号 
金額（千円） 

構成比 

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

（資産の部）               

Ⅰ 流動資産               

１ 現金及び預金     1,513,095     6,982,193   

２ 受取手形     208,584     228,552   

３ 売掛金     61,539     753,803   

４ 製品     515,368     509,346   

５ 原材料     292     ―   

６ 仕掛品     198,570     250,891   

７ 不動産事業支出金 ※１   11,776,284     ―   

８ 仕掛用不動産 ※１   ―     15,898,696   

９ 開発用不動産 ※１   ―     12,517,130   

10 貯蔵品     10,325     13,711   

11 前渡金     455,746     ―   

12 前払費用     59,294     1,951,278   

13 繰延税金資産     48,606     127,973   

14 未収消費税等     6,665     ―   

15 立替金     ―     1,362,645   

16 その他     194,726     241,892   

貸倒引当金     △300     △1,700   

流動資産合計     15,048,801 49.2   40,836,416 78.1 

Ⅱ 固定資産               

１ 有形固定資産 ※１             

(1）建物   8,980,554     7,754,603     

減価償却累計額   3,389,699 5,590,855   4,022,514 3,732,089   

(2）構築物   501,095     503,045     

減価償却累計額   273,683 227,411   287,653 215,392   

(3）機械装置   942,366     944,488     

減価償却累計額   867,691 74,675   877,107 67,380   

(4）車両及び運搬具   5,002     5,002     

減価償却累計額   4,900 102   4,969 33   

(5）工具器具備品   82,254     66,356     

減価償却累計額   61,503 20,750   55,233 11,123   

(6）土地     7,271,096     5,070,956   

(7）建設仮勘定     ―     79,412   

有形固定資産合計     13,184,891 43.1   9,176,388 17.6 

 



  
  
  

第94期 
（平成18年５月31日） 

第95期 
（平成19年５月31日） 

 区分 
 注記 

 番号 
金額（千円） 

構成比 

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

２ 無形固定資産               

(1）商標権     1,454     32,131   

(2）ソフトウエア     5,816     9,386   

(3）電話加入権     4,616     4,691   

無形固定資産合計     11,887 0.0   46,209 0.1 

３ 投資その他の資産               

(1）投資有価証券 ※１   2,077,800     1,671,099   

(2）関係会社株式     45,000     45,000   

(3）出資金     1,045     1,045   

(4）関係会社長期貸付金     10,000     ―   

(5）長期前払費用     43,152     48,717   

(6）前払年金費用     47,922     238,939   

(7）その他     126,402     205,340   

貸倒引当金     △15,000     △15,000   

投資その他の資産合計     2,336,322 7.7   2,195,141 4.2 

固定資産合計     15,533,101 50.8   11,417,739 21.9 

資産合計     30,581,902 100.0   52,254,156 100.0 

     
 



  
  
  

第94期 
（平成18年５月31日） 

第95期 
（平成19年５月31日） 

 区分 
 注記 

 番号 
金額（千円） 

構成比 

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

１ 支払手形     173,863     1,894,256   

２ 買掛金 ※２   2,553,358     629,621   

３ 短期借入金 ※１   5,240,000     4,440,000   

４ 関係会社短期借入金     665,000     525,000   

５ 一年内返済の 
  長期借入金 

※１   1,200,000     10,421,580   

６ 未払金     56,759     120,165   

７ 未払費用     58,093     72,386   

８ 未払法人税等     20,519     605,875   

９ 未払消費税等     ―     86,470   

10 前受金     158,199     1,484,495   

11 預り金     65,891     1,065,110   

12 一年内返済の 
  長期預り金 

    19,658     204,901   

13 賞与引当金     34,984     109,340   

14 その他     ―     66,000   

流動負債合計     10,246,328 33.5   21,725,204 41.6 

Ⅱ 固定負債               

１ 長期借入金 ※１   6,726,000     17,596,060   

２ 繰延税金負債     557,703     76,821   

３ 建替費用引当金     ―     269,427   

４ 長期預り金 ※１   4,914,607     4,538,090   

５ リース資産減損勘定      3,755     2,305   

６ その他      ―     15,025   

固定負債合計     12,202,066 39.9   22,497,730 43.0 

負債合計     22,448,395 73.4   44,222,935 84.6 

 



  
  
  

第94期 
（平成18年５月31日） 

第95期 
（平成19年５月31日） 

 区分 
 注記 

 番号 
金額（千円） 

構成比 

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本               

１ 資本金     3,361,765 11.0   3,361,765 6.4 

２ 資本剰余金               

(1）資本準備金     2,532,806     2,532,806   

(2）その他資本剰余金     0     163   

資本剰余金合計     2,532,807 8.3   2,532,969 4.8 

３ 利益剰余金               

(1）利益準備金     312,700     312,700   

（2）その他利益剰余金               

 圧縮記帳積立金   62,049     57,352     

別途積立金   593,018     593,018     

繰越利益剰余金   390,934 1,046,002   512,684 1,163,055   

利益剰余金合計     1,358,702 4.4   1,475,755 2.8 

４ 自己株式     △5,259 △0.0   △6,780 △0.0 

株主資本合計     7,248,015 23.7   7,363,709 14.1 

Ⅱ 評価・換算差額等               

１ その他有価証券 
  評価差額金 

    885,491     672,586   

２ 繰延ヘッジ損益     ―     △8,925   

 評価・換算差額等合計     885,491 2.9   663,661 1.3 

Ⅲ 新株予約権     ― ―   3,850 0.0 

純資産合計     8,133,507 26.6   8,031,220 15.4 

負債純資産合計     30,581,902 100.0   52,254,156 100.0 

    



②【損益計算書】 

  
第94期 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年５月31日） 

第95期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

区分 
 注記 

 番号 
金額（千円） 

百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       

１ 不動産開発売上 ―   11,146,527     

２ 不動産賃貸売上 692,022   1,443,412     

３ 繊維事業売上  389,079   1,437,611     

４ シニア事業売上 ― 1,081,102 100.0 6,500 14,034,051 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※４   

１ 不動産開発売上原価 ― 9,321,009   

２ 不動産賃貸売上原価 ※１ 327,996 755,926   

３ 繊維事業売上原価   

（１）期首製品たな卸高 423,492 515,368   

（２）商品仕入高 31,474 87,435   

（３）当期製品製造原価 448,263 1,167,325   

（４）仕掛品及び 
   半製品売上原価 

389 ―   

合計 903,619 1,770,129   

（５）他勘定振替高 ※２ 48,295 33,257   

（６）期末製品たな卸高 515,368 509,346   

差引計 339,955 1,227,525   

４ シニア事業売上原価 ― 667,951 61.8 3,816 11,308,277 80.6

売上総利益 413,150 38.2 2,725,773 19.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３ 300,121 27.7 1,772,440 12.6

営業利益 113,029 10.5 953,333 6.8

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 ※４ 399 38,471   

２ 受取配当金 1,614 14,588   

３ 受取手数料 110,000 ―   

４ 解約手数料 ― 10,689   

５ 雑収入 3,565 115,579 10.7 9,831 73,581 0.5

    

 



   
第94期 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年５月31日） 

第95期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

区分 
 注記 

 番号 
金額（千円） 

百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  26,643 138,758   

２ 金融手数料  14,243 63,229   

３ 新株発行費  7,026 ―   

４ 社債発行費  10,174 ―   

５ 雑損失  6,692 64,780 6.0 20,845 222,833 1.6

経常利益  163,828 15.2 804,080 5.7

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※５ ― 390,269   

２ 投資有価証券売却益   290,461 230,459   

３ その他  300 290,761 26.9 ― 620,728 4.4

     

Ⅶ 特別損失    

１ たな卸資産評価損  61,425 34,001   

２ 減損損失 ※６  174,760 ―   

３ 臨時償却費  ― 660,304   

４ 建替費用引当金繰入額  ― 269,427   

５ ビル建替費用   ― 63,558   

６ その他  17,379 253,565 23.5 33,268 1,060,560 7.5

税引前当期純利益  201,024 18.6 364,248 2.6

法人税、住民税及び 
事業税 

 12,616 606,586   

法人税等調整額  72,412 85,028 7.9 △413,630 192,956 1.4

当期純利益  115,995 10.7 171,291 1.2

     



  売上原価明細書 

 （脚注） 

    
第94期

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年５月31日） 

第95期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ不動産開発売上原価     

１ 土地仕入   ― ― 18,233,725 70.0

２ 建物仕入   ― ― 7,002,761 26.9

３ 経費   ― ― 819,098 3.1

当期総事業費用    ― ― 26,055,585 100.0

期首仕掛用不動産 
たな卸高 

  ― 4,524,468 

小計   ― 30,580,053 

期末仕掛用不動産たな卸高   ― 15,898,696 

差引   ― 14,681,357 

期首開発用不動産たな卸高   ― 7,156,782 

小計   ― 21,838,139 

期末開発用不動産たな卸高   ― 12,517,130 

不動産開発売上原価   ― 9,321,009 

      

Ⅱ 繊維事業売上原価     

１ 原料費   295,619 60.6 687,094 56.0

２ 加工費   192,085 39.4 539,951 44.0

当期総製造費用   487,705 100.0 1,227,045 100.0 

期首仕掛品たな卸高   175,892 198,570 

合計   663,598 1,425,616 

他勘定振替高 ※ 16,764 7,399 

期末仕掛品たな卸高   198,570 250,891 

当期製品製造原価   448,263 1,167,325 

      

第94期 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年５月31日） 

第95期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

原価計算方法 

原料費は総合原価計算 

原価計算方法 

同 左 

加工費は工程別総合原価計算 同 左 

※ 他勘定振替高16,764千円は仕掛品及び半製品売上原

価389千円、販売費及び一般管理費（見本及び試験

費）への振替額1,201千円、特別損失（たな卸資産評

価損）への振替額15,173千円であります。 

※ 他勘定振替高7,399千円は販売費及び一般管理費（見

本及び試験費）への振替額2,635千円、特別損失（た

な卸資産処分損およびたな卸資産評価損）への振替

額4,763千円であります。 



③【株主資本等変動計算書】 

   前事業年度（自平成18年１月１日 至平成18年５月31日） 

                                             (単位：千円）   

 

株主資本

資本金  

 資本剰余金 利益剰余金

自己 
株式  

 株主資本
合計 資本 

準備金  

 その他
資本 

剰余金 

利益
準備金 

その他利益剰余金

圧縮記帳
積立金 

別途
積立金 

繰越
利益 

剰余金 

平成17年12月31日残高 2,357,919 1,536,652 0 312,700 64,954 593,018 365,136 △4,022 5,226,359

事業年度中の変動額                  

新株の発行 

（新株予約権の行使） 
1,003,845 996,154             2,000,000

  剰余金の配当             △93,102   △93,102

  圧縮記帳積立金取崩し         △2,904   2,904   ―

  当期純利益             115,995   115,995

  自己株式の取得               △1,236 △1,236

  その他有価証券の売却に

よる増減 
                ―

純資産の部に直接計上されたそ

の他有価証券評価差額金の増減 
                ―

 事業年度中の変動額合計 1,003,845 996,154 ― ― △2,904 ― 25,798 △1,236 2,021,656

 平成18年５月31日残高 3,361,765 2,532,806 0 312,700 62,049 593,018 390,934 △5,259 7,248,015

   評価・換算差額等 

 純資産合計 
 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

平成17年12月31日残高 1,123,116 6,349,475 

事業年度中の変動額    

新株の発行 

（新株予約権の行使） 
  2,000,000 

剰余金の配当   △93,102 

圧縮記帳積立金取崩し   ― 

当期純利益   115,995 

自己株式の取得   △1,236 

その他有価証券の売却に

よる増減 
△173,115 △173,115 

純資産の部に直接計上されたそ

の他有価証券評価差額金の増減 
△64,509 △64,509 

 事業年度中の変動額合計 △237,624 1,784,031 

 平成18年５月31日残高 885,491 8,133,507 



   当事業年度（自平成18年６月１日 至平成19年５月31日） 

  (単位：千円） 

 

株主資本

資本金  

 資本剰余金 利益剰余金

自己 
株式  

 株主資本
合計 資本 

準備金  

 その他
資本 
剰余金 

利益
準備金 

その他利益剰余金

圧縮記帳
積立金 

別途
積立金 

繰越
利益 
剰余金 

平成18年５月31日残高 3,361,765 2,532,806 0 312,700 62,049 593,018 390,934 △5,259 7,248,015

事業年度中の変動額                  

剰余金の配当             △54,239   △54,239

圧縮記帳積立金取崩し         △4,696   4,696   ―

当期純利益             171,291   171,291

自己株式の取得               △1,913 △1,913

自己株式の処分     162         391 554

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額(純額) 
                ―

事業年度中の変動額合計 ― ― 162 ― △4,696 ― 121,749 △1,521 115,693

平成19年５月31日残高 3,361,765 2,532,806 163 312,700 57,352 593,018 512,684 △6,780 7,363,709

   評価・換算差額等 

 新株予約権  純資産合計 
 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ損益

平成18年５月31日残高 885,491 ― ― 8,133,507 

事業年度中の変動額        

剰余金の配当       △54,239 

圧縮記帳積立金取崩し       ― 

当期純利益       171,291 

自己株式の取得       △1,913 

自己株式の処分       554 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額) 
△212,905 △8,925 3,850 △217,980 

事業年度中の変動額合計 △212,905 △8,925 3,850 △102,286 

平成19年５月31日残高 672,586 △8,925 3,850 8,031,220 



④【キャッシュ・フロー計算書】 

    
第94期 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年５月31日） 

第95期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税引前当期純利益   201,024 364,248

２ 減価償却費   129,746 358,022

３ 無形固定資産償却費   468 3,368

４ 長期前払費用の償却額   7,471 ―

５ 貸倒引当金の増加額（△減少額）   △300 1,400

６ 賞与引当金の増加額   34,984 74,355

７ 前払年金費用の増加額   △8,708 △191,016

８ 役員退職慰労引当金の減少額   △75,400 ―

９ 建替費用引当金の増加額    ― 269,427

10 受取利息及び受取配当金   △2,014 △53,060

11 支払利息   26,643 138,758

12 投資有価証券売却益   △290,461 △230,459

13 有形固定資産売却益   ― △390,269

14 減損損失    174,760 ―

15 臨時償却費   ― 660,304

16 ビル建替費用   ― 63,558

17 売上債権の減少額（△増加額）   221,987 △712,231

18 たな卸資産の増加額   △11,880,473 △16,688,934

19 仕入債務の増加額（△減少額）   2,483,110 △203,342

20 その他流動資産の増加額   △596,065 △931,596

21 その他流動負債の増加額   160,489 2,374,961

22 未払消費税等の増加額 （△減少額）   △21,478 86,470

23 未収消費税等の減少額 （△増加額）   △6,665 6,665

24 その他   8,390 △2,174,292

小計   △9,432,492 △17,173,660

25 利息及び配当金の受取額   2,010 52,997

26 利息の支払額   △28,625 △144,519

27 法人税等の支払額   △6,511 △29,387

営業活動によるキャッシュ・フロー   △9,465,618 △17,294,570

 



    
第94期 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年５月31日） 

第95期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 投資有価証券の取得による支出   △1,500 △34,239

２ 投資有価証券の売却等による収入   302,231 413,559

３ 関係会社株式の取得による支出   △5,000 ―

４ 出資金の取得による支出   △1,010 ―

５ 貸付金の貸付による支出   ― △350,000

６ 貸付金の回収による収入   ― 360,000

７ 有形固定資産の取得による支出   △88,344 △1,091,724

８ 有形固定資産の売却による収入   ― 4,469,000

９ 無形固定資産の取得による支出   △3,129 △37,690

10 その他投資の取得による支出   △47,658 △65,951

11 その他投資の売却による収入   2,668 5,334

投資活動によるキャッシュ・フロー   158,257 3,668,287

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入金の純増加額（△減少額）   3,645,000 △940,000

２ 長期借入金の調達による収入   5,726,000 22,510,000

３ 長期借入金の返済による支出   △640,000 △2,418,360

４ 新株予約権付社債の発行による収入   1,989,825 ―

５ 貸し株による預り金収入   ― 945,417

６ 貸し株による預り金支出   ― △945,417

７ 自己株式取得による支出   △1,236 △1,913

８ 自己株式売却による収入   ― 554

９ 配当金の支払額   △92,662 △54,900

財務活動によるキャッシュ・フロー   10,626,926 19,095,380

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   1,319,565 5,469,097

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高   193,529 1,513,095

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高   1,513,095 6,982,193

     



重要な会計方針 

第94期 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年５月31日） 

第95期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同 左 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

     （評価差額は、全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同 左 

  

  

時価のないもの 

同 左 

２         ───── ２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

 時価法 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1）製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品 

 移動平均法による原価法 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1）製品、仕掛品及び貯蔵品 

    移動平均法による原価法 

 (2）不動産事業支出金 

 個別法による原価法 

 (2）仕掛用不動産、開発用不動産 

 個別法による原価法 

４ 固定資産の減価償却方法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。但し、不動産部門の

賃貸物件については定額法を採用しております。な

お、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物 ３～39年

構築物 ４～50年

機械装置 ２～15年

車両及び運搬具 ４年

工具器具備品 ３～20年

４ 固定資産の減価償却方法 

(1）有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

①平成10年３月31日以前に取得したもの 

 法人税法に規定する旧定率法 

②平成10年４月１日から平成19年３月31日までに

取得したもの 

 法人税法に規定する旧定額法 

③ 平成19年４月１日以降に取得したもの 

 法人税法に規定する定額法 

建物以外 

①平成19年３月31日以前に取得したもの 

 法人税法に規定する旧定率法 

②平成19年４月１日以降に取得したもの 

 法人税法に規定する定率法 

 但し、不動産部門の賃貸物件については定額法を

採用しております。なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。  

  建物 ３～39年

構築物 ４～50年

機械装置 ２～15年

車両及び運搬具 ４年

工具器具備品 ３～20年

(2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内

における見込利用可能期間（５年）による定額法を

採用しております。 

(2）無形固定資産 

 同 左 

 



第94期 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年５月31日） 

第95期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

５ 繰延資産の処理方法   

(1）新株発行費 

 支出時に全額費用処理しております。 

５         ─────  

 (2）社債発行費 

支出時に全額費用処理しております。 

 

６ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 売上債権及び貸付金等の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については、貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

６ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同 左 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与に備えるため、当事

業年度に負担すべき支給見込額を計上しておりま

す。 

 (2）賞与引当金 

同 左 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。但し、当事業年度末において

は、年金資産が退職給付債務を超えているため、投

資その他の資産「前払年金費用」として計上してお

ります。 

(3）退職給付引当金 

同 左 

(4）       ───── (4）建替費用引当金 

 所有ビル建替え計画により今後発生する損失に備

えるため、当事業年度末における損失負担見込額を

計上しております。 

７ 支払利息の原価算入 

  土地の購入金額が３億円以上で、かつ、開発期間が

１年を超える不動産開発事業に係る支払利息は、開発

期間中のものに限り、取得原価に算入しております。

なお、当事業年度において取得原価に算入した支払利

息は19,783千円であります。 

７ 支払利息の原価算入 

  土地の購入金額が３億円以上で、かつ、開発期間が

１年を超える不動産開発事業に係る支払利息は、開発

期間中のものに限り、取得原価に算入しております。

なお、当事業年度において取得原価に算入した支払利

息は395,219千円であります。 

 (追加情報) 

当事業年度より、不動産開発事業に進出したことに

伴い、当該処理を採用することとしております。 

 

８ リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

８ リース取引の処理方法 

同 左 

 



第94期 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年５月31日） 

第95期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

９ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

 長期借入金のうち、金利スワップを付しているも

のについては、特例処理の要件を満たしております

ので特例処理を採用しております。 

９ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利

スワップについて特例処理の条件を満たしている場

合には特例処理を採用しております。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

金利スワップ …… 長期借入金の利息 

同 左 

(3）ヘッジ方針 

 当社の内部規程である「市場リスク管理規程」及

び「リスク別管理要領」に基づき、金利変動リスク

を軽減することを目的に行っております。 

(3）ヘッジ方針 

同 左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同

一であり、継続して金利の変動による影響と相殺ま

たは一定の範囲に限定する効果が見込まれるため、

ヘッジの有効性の判定は省略しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計また

は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動

の累計または相場変動を半期ごとに比較し、両者の

変動額を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しており

ます。 

10 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び

現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資からなっております。 

10 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同 左 

11 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。 

  

11 消費税等の会計処理 

   消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 なお、控除対象外消費税等については、当事業年度

に負担すべき期間費用として処理しております。 

 ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は投資

その他の資産「長期前払費用」に計上し、定額法(５

年）により償却を予定しております。  



（会計処理方法の変更） 

第94期 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年５月31日） 

第95期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日)を適用しておりま

す。この結果、売上原価が2,357千円減少し、販売費及

び一般管理費が2,659千円減少し、営業利益及び経常利

益は5,016千円増加、特別損失が174,760千円増加し、

税引前当期純利益が169,743千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、各資産の金額か

ら直接控除しております。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

  当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年12

月９日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日)を適用しております。な

お、従来の資本の部の合計に相当する金額は

8,133,507千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に

おける貸借対照表の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。 

  

───── 

  

───── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

─────  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(固定資産の減価償却の方法の変更) 

 法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 

平成19年３月30日 法律第６号)および(法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 法律第

83号))に伴い、平成19年４月１日以降に取得したもの

については、改正後の法人税法に基づく方法に変更し

ております。なお、この変更に係る影響額は軽微であ

ります。 



（表示方法の変更） 

（追加情報） 

第94期 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年５月31日） 

第95期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

（貸借対照表） 

           ───── 

  

   

  

  

  

 

 

  

（損益計算書） 

 １ 当事業年度より、売上高を「繊維事業売上高」と

「不動産賃貸収入」に、売上原価を「繊維事業売上

原価」と「不動産賃貸原価」に区分して表示してお

ります。 

 これは、売上高及び売上原価を、それぞれ区分表

示することで、収益と費用の対応関係をより明確に

表示するための変更であります。 

  なお、前事業年度における「繊維事業売上高」は

1,314,607千円、「不動産賃貸収入」は1,635,537千

円であり、また、「繊維事業売上原価」は1,121,992

千円、「不動産賃貸原価」は809,655千円でありま

す。 

 ２ 前事業年度まで特別利益の「その他」に含めて表示

しておりました「投資有価証券売却益」は、特別利

益の総額の100分の10を越えたため区分掲記すること

としました。なお、前事業年度における「投資有価

証券売却益」の金額は222千円であります。 

 ３ 前事業年度まで区分掲記しておりました「たな卸資

産処分損」（当事業年度11,269千円）は、特別損失

の総額の100分の10以下であるため「その他」に含め

て表示することとしました。 

（貸借対照表） 

   前事業年度まで流動資産の「不動産事業支出金」に

含めて表示しておりました「仕掛用不動産」、「開

発用不動産」は重要性が増したため、区分掲記する

方法に変更いたしました。なお、前事業年度の流動

資産の「不動産事業支出金」に含まれていた「仕掛

用不動産」は4,524,468千円、「開発用不動産」は

7,156,782千円、「前払費用」は11,090千円、「前渡

金」は43,791千円、「その他」40,151千円でありま

す。 

（損益計算書） 

           ───── 

第94期 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年５月31日） 

第95期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

  ────  前事業年度に営業外収益に含めておりました不動産

開発事業に係る「受取手数料」は、事業上の重要性が

増してきたため、当事業年度より売上高に含めること

としました。この結果、前事業年度の方法によった場

合と比較して、売上高、売上総利益、営業利益がそれ

ぞれ166,468千円増加しておりますが、経常利益に与え

る影響はありません。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

第94期 
（平成18年５月31日） 

第95期 
（平成19年５月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

不動産事業支出金 8,534,186千円

建物 

 構築物 

4,297,390千円

223,181千円

土地 3,645,391千円

投資有価証券 541,410千円

計 17,241,560千円

仕掛用不動産 11,015,431千円

開発用不動産 11,779,662千円

建物 3,124,557千円

土地 1,051,256千円

計 26,970,908千円

 担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 3,850,000千円

一年内返済の長期借入金 873,333千円

長期借入金 6,319,333千円

長期預り金 2,686,600千円

計 13,729,266千円

短期借入金 2,565,000千円

一年内返済の長期借入金 9,741,000千円

長期借入金 17,560,000千円

長期預り金 2,686,600千円

計 32,552,600千円

 ※２ 関係会社に対する負債 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。 

 ※２         ───── 

   買掛金 2,453,676千円  



（損益計算書関係） 

第94期 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年５月31日） 

第95期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

※１ 不動産賃貸売上原価327,996千円は、租税公課

46,877千円、減価償却費125,835千円、光熱諸費

107,697千円、その他の経費47,586千円であります。 

※１ 不動産賃貸売上原価755,926千円は、租税公課

93,936千円、減価償却費326,631千円、光熱諸費

252,639千円、委託管理費48,875千円、その他の経費

33,843千円であります。 

※２ 他勘定振替高48,295千円は販売費及び一般管理費

（見本及び試験費）への振替額2,043千円、特別損失

（たな卸資産評価損）への振替額46,252千円であり

ます。 

  

※２ 他勘定振替高33,257千円は販売費及び一般管理費

（見本及び試験費）への振替額4,949千円、特別損失

（たな卸資産評価損）への振替額27,948千円、特別

損失（たな卸資産処分損）への振替額358千円であり

ます。 

※３ 販売費に属する費用は約45％であり、一般管理費

に属する費用は約55％であります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※３ 販売費に属する費用は約66％であり、一般管理費

に属する費用は約34％であります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 役員報酬 

 給料諸手当 

 賞与引当金繰入 

 退職給付費用 

 役員退職慰労引当金繰入 

 賃借料 

 減価償却費 

 手数料 

19,330千円 

90,701千円 

28,672千円 

15,172千円 

5,690千円 

16,407千円 

4,378千円 

29,293千円 

 給料諸手当 

 賞与引当金繰入 

 地代家賃 

 租税公課 

 広告宣伝費 

 事務委託料 

 販売経費 

 貸倒引当金繰入額 

 減価償却費 

501,987千円 

109,340千円 

105,273千円 

102,671千円 

146,854千円 

96,894千円 

253,613千円 

1,400千円 

21,663千円 

※４ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

 なお、当事業年度はすべて仕掛であるため、売上原

価には含まれておりません。 

 不動産開発事業仕入高  2,502,676千円

※４ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

 受取利息  26,924千円 

※５         ───── ※５ 固定資産売却益は、建物86,130千円、工具器具備

品1,090千円、土地303,047千円であります。 

※６ 減損損失  

  当事業年度において、以下の資産グループについて減

損損失を計上しております。 

  当社は事業の種類を基本とし、不動産賃貸事業につい

ては個々の物件単位でグルーピングしております。 

 繊維事業については、収益性が低下し営業損失が発生

していることにより、資産グループの帳簿価額を回収可

能価額まで減額しております。 

 なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定して

おり、土地については、不動産鑑定士より入手した鑑定

評価額に基づき算定し、その他の資産については、正味

売却価額を零としております。 

場所 用途 種類 減損損失 

繊維事業における

稲沢事業所 

（愛知県稲沢市） 

事務所 

及び倉庫 

建物 

その他 

24,338千円

9,673 千円

繊維事業における

紡績工場 

（福島県喜多方市） 

紡績工場 

建物 

機械装置 

その他 

83,604千円

55,258千円

1,885千円

計     174,760千円

※６         ───── 



（株主資本等変動計算書関係） 

 前事業年度（自平成18年１月１日 至平成18年５月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 （注）増加は新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。 

  ２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）増加は単元未満株式の買取りによるものであります。 

 ３．配当に関する事項 

    （１）配当金支払額 

      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

株式の種類  
前期末株式数 

（株） 

当期増加株式数 

（株） 

当期減少株式数 

（株） 

当期末株式数 

（株） 

普通株式 23,297,848 3,846,153 ― 27,144,001 

株式の種類  
前期末株式数 

（株） 

当期増加株式数 

（株） 

当期減少株式数 

（株） 

当期末株式数 

（株） 

普通株式 22,209 2,261 ― 24,470 

決 議  株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日  

平成18年３月29日 

定時株主総会 
普通株式  93,102千円 4.00円  平成17年12月31日 平成18年3月30日  

決 議  株式の種類 配当の原資 配当金の総額 
１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日  

平成18年８月23日 

定時株主総会 
普通株式  利益剰余金 54,239千円  2.00円  平成18年5月31日 平成18年8月24日 



当事業年度（自平成18年６月１日 至平成19年５月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 ２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）増加は単元未満株式の買取りによるものであり、減少は買増し請求によるものであります。 

 ３．新株予約権等に関する事項 

 ４．配当に関する事項 

    （１）配当金支払額 

      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

株式の種類  
前期末株式数 

（株） 

当期増加株式数 

（株） 

当期減少株式数 

（株） 

当期末株式数 

（株） 

普通株式 27,144,001 ― ― 27,144,001 

株式の種類  
前期末株式数 

（株） 

当期増加株式数 

（株） 

当期減少株式数 

（株） 

当期末株式数 

（株） 

普通株式 24,470 5,686 1,731 28,425 

内訳 
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）  当事業年度
末残高 
（千円） 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

株式会社中央コーポレーション 

第１回新株予約権 
普通株式 ― ― ― ― 3,850 

合計 ― ― ― ― ― 3,850 

決 議  株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日  

平成18年８月23日 

定時株主総会 
普通株式  54,239千円 2.00円  平成18年5月31日 平成18年8月24日  

決 議  株式の種類 配当の原資 配当金の総額 
１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日  

平成19年７月11日 

取締役会 
普通株式  利益剰余金 108,462千円 4.00円  平成19年5月31日 平成19年8月23日 



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第94期 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年５月31日） 

第95期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

 １ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 １ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成18年５月31日現在） （平成19年５月31日現在） 

現金及び預金勘定 1,513,095千円

現金及び現金同等物 1,513,095千円

現金及び預金勘定 6,982,193千円

現金及び現金同等物 6,982,193千円

 ２ 重要な非資金取引の内容 

 新株予約権の行使  

 新株予約権の行使による資本金増加額 1,003,845千円 

 新株予約権の行使による資本準備金増加額 996,154千円 

 新株予約権の行使による新株予約権付社債減

少額 

2,000,000千円 

２         ───── 



（リース取引関係） 

第94期 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年５月31日） 

第95期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引に係る注記 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引に係る注記 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

減損損失
累計額相
当額 
（千円）  

期末残高
相当額 
（千円） 

車両及び
運搬具 

3,096 2,295 474 326

工具器具
備品 

10,356 10,118 205 31

ソフト 
ウエア 

41,424 40,474 823 126

合計 54,876 52,888 1,503 484

取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

減損損失
累計額相
当額 
（千円）  

期末残高
相当額 
（千円） 

車両及び
運搬具 

3,096 2,540 474 81

工具器具
備品 

14,742 175 － 14,567

ソフト 
ウエア 

11,702 185 － 11,517

合計 29,541 2,901 474 26,166

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

同 左 

２ 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

２ 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

 未経過リース料期末残高相当額  

１年以内 674千円

１年超 172千円

合計 846千円

 リース資産減損勘定期末残高 361千円

 未経過リース料期末残高相当額  

１年以内 5,244千円

１年超 21,012千円

合計 26,256千円

 リース資産減損勘定期末残高 90千円

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。 

 同 左 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額及び減

価償却費相当額 

支払リース料 2,570千円

リース資産減損勘定の取崩額 1,141千円

減価償却費相当額 1,428千円

減損損失   1,503千円

支払リース料 877千円

リース資産減損勘定の取崩額 270千円

減価償却費相当額 606千円

４ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同 左 



（有価証券関係） 

第94期（自 平成18年１月１日 至 平成18年５月31日） 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 時価のあるその他有価証券について、次の判断基準に基づき減損処理を行うこととしております。 

(1）個々の銘柄について時価の下落率が50％を超える場合は、時価が著しく下落していると判断し、回復可能

性がない場合は減損処理を行うこととしております。 

(2）個々の銘柄について時価の下落率が30％以上50％以下の場合は、次の三要件のいずれかに当該する銘柄を

時価が著しく下落していると判断し、回復可能性がない場合は減損処理を行うこととしております。 

① 当該銘柄について、過去２年間に渡り下落率が30％以上50％以下の状態になっている場合。 

② 当該銘柄の発行会社が債務超過の場合。 

③ 当該銘柄の発行会社が２期連続で損失を計上し、翌期も損失の計上が予想される場合。 

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

３ 時価評価されていない有価証券 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

(2）その他有価証券 

区分 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの 
      

① 株式 575,098 2,058,753 1,483,654 

② その他 7,040 9,109 2,068 

計 582,138 2,067,862 1,485,723 

売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計額（千円） 

398,525 290,461 ― 

区分 貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式 30,000 

関連会社株式 15,000 

合計 45,000 

区分 貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 9,937 



第95期（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 時価のあるその他有価証券について、次の判断基準に基づき減損処理を行うこととしております。 

(1）個々の銘柄について時価の下落率が50％を超える場合は、時価が著しく下落していると判断し、回復可能

性がない場合は減損処理を行うこととしております。 

(2）個々の銘柄について時価の下落率が30％以上50％以下の場合は、次の三要件のいずれかに当該する銘柄を

時価が著しく下落していると判断し、回復可能性がない場合は減損処理を行うこととしております。 

① 当該銘柄について、過去２年間に渡り下落率が30％以上50％以下の状態になっている場合。 

② 当該銘柄の発行会社が債務超過の場合。 

③ 当該銘柄の発行会社が２期連続で損失を計上し、翌期も損失の計上が予想される場合。 

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

３ 時価評価されていない有価証券 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

(2）その他有価証券 

区分 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの 
      

① 株式 488,292 1,618,668 1,130,376 

② その他 8,232 10,155 1,923 

計 496,524 1,628,824 1,132,300 

売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計額（千円） 

317,265 230,459 －  

区分 貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式 30,000 

関連会社株式 15,000 

合計 45,000 

区分 貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 42,275 



（デリバティブ取引関係） 

１ 取引の状況に関する事項 

２ 取引の時価等に関する事項 

第94期 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年５月31日） 

第95期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

１．取引の状況に関する事項 １．取引の状況に関する事項 

①取引の内容 

 当社が利用しているデリバティブ取引は、金利ス

ワップ取引であります。 

①取引の内容 

同 左  

②取引に対する取組方針 

 当社は、デリバティブ取引の限度額を実需の範囲

で行うものとし、トレーディング・投機目的でのデ

リバティブ取引は行わない方針であります。 

②取引に対する取組方針 

同 左 

③取引の利用目的 

 当社は、変動金利を固定に変換する目的で、金利

スワップ取引を利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。 

ヘッジ会計の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・・長期借入金の利息 

ヘッジ方針 

 当社の内部規程である「市場リスク管理規

程」及び「リスク別管理要領」に基づき、金

利変動リスクを軽減することを目的に行って

おります。 

ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件

が同一であり、継続して金利の変動による影響

と相殺または一定の範囲に限定する効果が見込

まれるため、ヘッジの有効性の判定は省略して

おります。 

③取引の利用目的 

同 左 

  

  

  

ヘッジ会計の方法 

同 左 

  

  

  

  

  

  

  

ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計

または相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フ

ロー変動の累計または相場変動を半期ごとに比

較し、両者の変動額を基礎にして、ヘッジ有効

性を評価しております。 

④取引に係るリスクの内容 

 当社が利用している金利スワップ取引は、市場金

利変動のリスクを有しております。 

 なお、当社の金利スワップ取引の契約先は、信用

度の高い銀行であるため、相手先の契約不履行によ

るリスクはほとんどないと認識しております。 

④取引に係るリスクの内容  

同 左 

⑤取引に係るリスク管理体制  

 デリバティブ取引（金利スワップ取引）の立案・

管理は財務経理部に集中されており、内部規定に基

づき決裁された後、財務経理部にて実行、管理され

ます。 

⑤取引に係るリスク管理体制   

同 左 

第94期 
（平成18年５月31日） 

第95期 
（平成19年５月31日） 

 当事業年度末におけるデリバティブ取引は、ヘッジ会

計が適用されているため記載しておりません。 

同 左 



（退職給付関係） 

第94期 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年５月31日） 

第95期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制

度、適格退職年金制度および退職一時金制度を設けて

おります。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同 左 

２ 退職給付債務に関する事項 ２ 退職給付債務に関する事項 

(1）退職給付債務 △643,294千円

(2）年金資産 691,216千円

(3）前払年金費用     (1)＋(2) 47,922千円

(1）退職給付債務 △623,970千円

(2）年金資産 862,909千円

(3）前払年金費用     (1)＋(2) 238,939千円

３ 退職給付費用に関する事項 ３ 退職給付費用に関する事項 

(1）勤務費用 15,172千円

(2）退職給付費用 15,172千円

(1）勤務費用 △77,836千円

(2）退職給付費用 △77,836千円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 当社は、簡便法を採用しておりますので基礎率等に

ついて記載しておりません。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

同 左 



（ストック・オプション等関係） 

当事業年度（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

１．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費の株式報酬費用  3,850千円  

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注）株式数に換算して記載しております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数

に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  株式会社中央コーポレーション第１回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役   7名 

当社監査役   3名 

当社従業員   98名 

株式の種類別の 

ストック・オプションの数

（注） 

普通株式 700,000株 

付与日 平成19年５月１日 

権利確定条件 

 新株予約権者は、平成19年１月末現在当社及び当社子会社の在

籍者でかつ新株予約権の行使時においても当社または当社子会社

の取締役、監査役または従業員等の地位にあることを要する。 

 ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由

があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。 

対象勤務期間 対象勤務期間は定められておりません。 

権利行使期間 平成21年５月２日から平成24年５月１日まで 

  株式会社中央コーポレーション第１回新株予約権 

権利確定前      （株）   

前事業年度末 ― 

付与 700,000 

失効 ― 

権利確定 ― 

未確定残 700,000 

権利確定後      （株）   

前事業年度末 ― 

権利確定 ― 

権利行使 ― 

失効 ― 

未行使残 ― 



② 単価情報 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当事業年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであり

ます。 

① 使用した評価技法      ブラック・ショールズ式 

② 主な基礎数値および見積方法 

 (注)１ ３年６ヶ月（平成15年11月１日から平成19年４月30日）の株価実績に基づき算定しております。 

２ 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使される

ものと推定して見積もっております。 

３ 平成17年12月期および平成18年５月期（５ヶ月決算）の配当実績より算定しております。 

４ 予想残存期間に対応する期間の国債の利回りであります。 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であり、また過去の実績もないため、失効の見積数をゼロとし

ております。 

  株式会社中央コーポレーション第１回新株予約権 

権利行使価格      （円） 399 

行使時平均株価     （円） ― 

公正な評価単価（付与日）（円） 132 

  株式会社中央コーポレーション第１回新株予約権 

株価変動性    （注）１ 54.59％ 

予想残存期間   （注）２ ３年６ヶ月 

予想配当     （注）３ ４円／株 

無リスク利子率  （注）４ 1.034％ 



（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

第94期 
（平成18年５月31日） 

第95期 
（平成19年５月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(1）流動の部 (1）流動の部 

繰延税金資産  

たな卸資産評価損 31,308千円

未払事業税 3,164千円

賞与引当金 14,133千円

繰延税金資産合計 48,606千円

繰延税金資産の純額 48,606千円

繰延税金資産  

たな卸資産評価損 30,009千円

未払事業税 47,566千円

賞与引当金 44,392千円

その他 24,767千円

繰延税金資産小計 146,735千円

評価性引当額 △18,762千円

繰延税金資産合計 127,973千円

繰延税金資産の純額 127,973千円

(2）固定の部 (2）固定の部 

繰延税金資産  

減価償却費償却超過額 4,466千円

施設利用会員権評価損 5,773千円

施設利用会員権貸倒引当損 6,060千円

投資有価証券評価損 1,009千円

未払役員退職慰労金 17,258千円

減損損失  68,576千円

繰延税金資産合計 103,144千円

繰延税金負債  

前払年金費用 △19,360千円

圧縮記帳積立金 △41,255千円

その他有価証券評価差額金 △600,232千円

繰延税金負債合計 △660,848千円

繰延税金負債の純額 △557,703千円

繰延税金資産  

減価償却費償却超過額 58,383千円

臨時償却費 268,083千円

前払年金費用 △97,009千円

建替費用引当金 109,387千円

減損損失 66,602千円

その他 29,840千円

繰延税金資産小計 435,288千円

評価性引当額 △13,195千円

繰延税金資産合計 422,093千円

繰延税金負債  

圧縮記帳積立金 △39,200千円

その他有価証券評価差額金 △459,713千円

繰延税金負債合計 △498,914千円

繰延税金負債の純額 △76,821千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の主な項目別内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

比率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の主な項目別内訳 

法定実効税率 40.6％ 

（調整）    

交際費等永久に損金に 

算入されない項目 

 

3.2

  

受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目 

 

△0.6

 

評価性引当額 8.8  

住民税均等割額 1.3  

その他 △0.3  

税効果会計適用後の 

法人税等の負担率 

 

53.0

 

第94期 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年５月31日） 

第95期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

 利益基準及び剰余金基準からみて重要性の乏しい関連

会社であるため、記載を省略しております。 

同 左 



【関連当事者との取引】 

第94期（自 平成18年１月１日 至 平成18年５月31日） 

 親会社及び法人主要株主等 

 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 注１ 仕入については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。 

 注２ 資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、担保は提供してお

りません。  

 注３ 当社が発行した第１回無担保転換社債型新株予約権付社債を額面で引き受けたものであります。  

第95期（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

 親会社及び法人主要株主等 

 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 注 短期運用のための預入および資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。な

お、担保は提供しておりません。 

 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 注 不動産仲介手数料の受取については、宅地建物取引業法の規定に基づいて決定しております。 

属性 
会社等の

名称 
住所 

資本金又は 

出資金 

(千円）  

 事業内容 

又は職業 

議決権等の

所有 

（被所有）

割合（％）

関係内容  

取引の内容 
取引金額 

（千円）  
 科目  

期末残高 

（千円） 

役員の兼任等 
事業上の 

関係  

親会社 ㈱ゼクス
東京都 

新宿区 
2,675,976 

不動産コンサル

ティング事業、 

シニアハウジン

グ＆サービス事

業 

被所有

54.03
兼任１人  

不動産の 

共同開発 

  仕入 

 （注１）  
 2,502,676

買掛金 

 前受金  

2,453,676 

49,000 

資金の借入

（注２）  
 665,000

関係会社

短期 

借入金  

665,000 

社債の引受 

（注３）  
 2,000,000 ―  ―  

属性 
会社等の

名称 
住所 

資本金又は 

出資金 

(千円）  

 事業内容 

又は職業 

議決権等の

所有 

（被所有）

割合（％）

関係内容  

取引の内容 
取引金額 

（千円）  
 科目  

期末残高 

（千円） 

役員の兼任等 
事業上の 

関係  

親会社 ㈱ゼクス

東京都 

千代田

区 

5,228,351 

不動産コンサル

ティング事業、 

シニアハウジン

グ＆サービス事

業 

被所有

54.02 
兼任１人  

不動産の 

共同開発  

短期運用預入

利息の受取 

 （注）   

2,250,000

 26,753

  

― ― 

資金の借入 

利息の支払 

（注）  

525,000

 119

  

関係会社

短期 

借入金  

525,000

属性 
会社等の

名称 
住所 

資本金又は 

出資金 

(千円）  

 事業内容 

又は職業 

議決権等の

所有 

（被所有）

割合（％）

関係内容  

取引の内容 
取引金額 

（千円）  
 科目  

期末残高 

（千円） 

役員の兼任等 
事業上の 

関係  

親会社

の特定

目的 

会社 

チャーミ

ング・ア

セット溝

の口特定

目的会社

東京都 

千代田

区 

100 不動産保有会社 ―   ―  
不動産の 

仲介取引  

仲介手数料の

受取（注）  
172,450 ― ― 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定基礎は以下のとおりであり

ます。 

第94期 
（自 平成18年１月１日 

  至 平成18年５月31日） 

第95期 
（自 平成18年６月１日 

  至 平成19年５月31日） 

１株当たり純資産額 299円91銭

１株当たり当期純利益金額 4円82銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 4円66銭 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

希薄化効果を有していないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 296円04銭

１株当たり当期純利益金額 6円32銭

  
第94期 

（自 平成18年１月１日 
  至 平成18年５月31日）

第95期 
（自 平成18年６月１日 

  至 平成19年５月31日）

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円） 115,995 171,291 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式にかかる当期純利益（千円） 115,995 171,291 

期中平均株式数（千株） 24,043 27,117 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に用

いられた当期純利益調整額の主要な内訳（千円） 
― ― 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円） ― ― 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に用

いられた普通株式増加数の主要な内訳（千株） 

 無担保転換社債型新株予約権付社債 815 ― 

普通株式増加数（千株）  815 ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概

要 

― 

 新株予約権の概要は第４

提出会社の状況、株式等の

状況、(2)新株予約権等の状

況に記載のとおりでありま

す。 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

 １  当社の平成18年８月23日開催の定時株主総会決議

に基づき、当社の取締役及び監査役に対して、会社

法第236条、第238条及び第239条の規定ならびに会社

法第361条及び第387条の規定に基づく新株予約権の

付与を行います。 

 ① 付与対象者の区分及び人数 

取締役７名、監査役３名  

 ② 新株予約権の目的となる株式の種類 

普通株式  

 ③ 株式の数 

取締役135,000株、監査役35,000株を上限とする。 

 ④ 新株予約権の行使時の払込金額 

 各新株予約権の行使に際して支出される財産の価

額は、新株予約権の行使により交付を受けることが

できる株式１株あたりの払込金額（以下「行使価

額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

 ⑤ 新株予約権の行使期間 

 新株予約権の割当日の翌日から２年を経過した日

より３年以内とする。  

 ⑥ 新株予約権の譲渡に関する事項 

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役

会の承認を要する。   

 ２ 当社の平成18年８月23日開催の定時株主総会決議に

基づき、当社の従業員（執行役員等を含む。以下同

じ。）ならびに当社の子会社の取締役、監査役及び

従業員に対して、会社法第236条、第238条及び第239

条の規定に基づく新株予約権の付与を行います。  

 ① 付与対象者の区分及び人数 

当社の従業員ならびに当社子会社の取締役、監査役

及び従業員 

 ② 新株予約権の目的となる株式の種類 

普通株式 

 ③ 株式の数 

530,000株を上限とする。 

 ④ 新株予約権の行使時の払込金額 

 各新株予約権の行使に際して支出される財産の価

額は、新株予約権の行使により交付を受けることが

できる株式１株あたりの払込金額（以下「行使価

額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

 ⑤ 新株予約権の行使期間 

 新株予約権の割当日の翌日から２年を経過した日

より３年以内とする。  

 ⑥ 新株予約権の譲渡に関する事項 

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役

会の承認を要する。 

  当社は、平成19年５月10日開催の取締役会において、平

成19年６月１日付にて当社の繊維事業における原糸事業部

門（営業第一部および繊維業務管理部）を会社分割し、そ

の事業を新たに設立する会社「中央スピニング株式会社」

に承継することを決定いたしました。 

（1）会社分割の目的 

 当社の繊維事業のうち、モヘア等高級服地用原糸で

定評のある原糸事業部門（営業第一部および繊維業務

管理部）を分社化することによって機動的な事業構造

を確立し、自立した経営およびマーケットの変化に柔

軟に対応しうる運営を目指すことといたしました。 

 併せて、現在当社の子会社である柏平繊維工業株式

会社を、分社化した新設会社の子会社とし、製販一貫

した運営体制によって事業ノウハウを一体化し、競争

力の向上と一層の効率化を図ってまいります。 

（2）会社分割の要旨 

 ①分割の日程 

本件会社分割については、会社法第805条の規定に基づ

き、株主総会の承認を得ることなく行います。 

 ②分割方式 

 当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新

設分割（簡易分割）といたします。 

 ③株式の割当て 

 会社分割に際して新設会社が発行する普通株式

4,000株のすべてを、当社に対して割当て交付いたし

ます。 

 ④分割により増加または減少する資本金等 

 分割により増加または減少する資本金等はありませ

ん。 

 ⑤当社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取

扱い 

 分割による当社新株予約権に関する取扱いは変更ご

ざいません。 

 なお、当社は新株予約権付社債を発行しておりませ

ん。 

 ⑥会計処理の概要 

 分割会社の資産及び負債は、新設会社においても、

分割会社における当該資産及び負債の適切な帳簿価格

にて計上されます。 

分割計画承認取締役会  平成19年５月10日  

分割の効力発生日 平成19年６月１日 

新設会社設立登記日 平成19年６月１日 

 



前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

   ⑦新設会社が承継する権利義務 

 新設会社は、分割の効力発生日に分割会社が分割す

る事業に関して有する資産、債務及びこれに付随する

一 切の権利義務を承継するものとします。 

 なお、債務の承継については重畳的債務引受の方法

によるものといたします。 

 また、分割の効力発生日において本事業に従事する

従業員については、全員が新設会社に出向するものと

いたします。 

 ⑧分割する資産、負債の状況 

（平成19年５月31日現在） 

 ⑨債務履行の見込み 

 分割会社及び新設会社が、本件分割後に負担すべき

債務の履行の確実性に問題がないものと判断しており

ます。 

 ⑩新設会社の概要 

資産 金額（千円） 負債 金額（千円） 

流動資産 510,874 流動負債  527,114 

固定資産 259,993 固定負債  36,829 

合計 770,868 合計 563,944 

商号 中央スピニング株式会社 

事業内容 高級服地用原糸の製造・加工・販売 

設立年月日 平成19年６月１日 

本店所在地 愛知県稲沢市 

代表者名 代表取締役  鈴木 一正 



⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【その他】 

銘柄 株式数（株） 貸借対照表計上額（千円） 

（投資有価証券）     

その他有価証券     

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 590.44 826,616 

㈱みずほフィナンシャルグループ 595.87 513,044 

㈱百五銀行 200,600.00 166,498 

三井トラスト・ホールディングス㈱ 37,000.00 41,736 

㈱大正銀行 72,000.00 33,048 

㈱愛知銀行 2,213.00 30,273 

㈱十六銀行 27,000.00 21,438 

東海東京証券㈱ 25,000.00 17,975 

中部国際空港㈱ 100.00 5,000 

㈱名古屋ゴルフ倶楽部 2,000.00 1,700 

その他 ６銘柄 54,260.00 3,614 

計 421,359.31 1,660,943 

種類及び銘柄 投資口数等（口） 貸借対照表計上額（千円） 

（投資有価証券）     

その他有価証券     

（証券投資信託の受益証券）     

東海３県ファンド 7,242,707 10,155 

計 7,242,707 10,155 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１ 当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。 

２ 無形固定資産については、資産総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減

少額」の記載を省略しております。 

     ３ 当期償却額の（ ）内数値は臨時償却費及び前期損益修正損であります。 

  

【借入金等明細表】 

 （注）１ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

    ２ 短期借入金に関係会社短期借入金525,000千円を含めて記載しております。  

３ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のと

おりであります。 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 

（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産               

建物 8,980,554 40,539 1,266,490 7,754,603 4,022,514 
993,976 

(662,539) 
3,732,089 

構築物 501,095 2,058 108 503,045 287,653 
14,071 

(3) 
215,392 

機械装置 942,366 2,230 108 944,488 877,107 
9,519 

(35) 
67,380 

車両及び運搬具 5,002 ― ― 5,002 4,969 
68 

(13) 
33 

工具器具備品 82,254 6,562 22,460 66,356 55,233 
3,860 

(882) 
11,123 

土地 7,271,096 960,921 3,161,061 5,070,956 ― ― 5,070,956 

建設仮勘定 ― 79,412 ― 79,412 ― ― 79,412 

有形固定資産計 17,782,370 1,091,724 4,450,228 14,423,865 5,247,477 
1,021,496 

(663,474) 
9,176,388 

無形固定資産               

商標権 ― ― ― 37,233 5,102 1,938 32,131 

ソフトウエア ― ― ― 11,318 1,931 1,430 9,386 

電話加入権 ― ― ― 4,691 ― ― 4,691 

無形固定資産計 ― ― ― 53,243 7,034 3,368 46,209 

長期前払費用 43,152 133,166 127,601 48,717 ― ― 48,717 

 建物 減少額（千円） 広小路ビル  607,857 中央広小路ビル  658,633 

 工具器具備品 減少額（千円） 広小路ビル  11,529 中央広小路ビル 10,930 

 土地 
増加額（千円） 丸満ビル 960,921 － ― 

減少額（千円） 広小路ビル  1,488,644 中央広小路ビル 1,672,416 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 5,905,000 4,965,000 1.816 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 1,200,000 10,421,580 2.887 ― 

長期借入金 

（１年以内に返済予定のものを除く。） 
6,726,000 17,596,060 2.587 

平成20年６月２日 

～平成23年11月30日 

合計 13,831,000 32,982,640 ― ― 

  
１年超２年以内 

（千円） 
２年超３年以内 

（千円） 
３年超４年以内 

（千円） 
４年超５年以内 

（千円） 

長期借入金 13,022,360 1,398,700 1,140,000 2,035,000 



【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 15,300 1,700 ― 300 16,700 

賞与引当金 34,984 109,340 34,984 ― 109,340 

建替費用引当金 ― 269,427 ― ― 269,427 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 流動資産 

ａ 現金及び預金 

ｂ 受取手形 

イ 相手先別内訳 

ロ 期日別内訳 

ｃ 売掛金 

イ 相手先別内訳 

区分 金額（千円） 

 現金 1,017 

 預金   

 当座預金 2,723,285 

 普通預金 4,024,939 

 定期預金 176,000 

 別段預金 750 

 通知預金 56,200 

 小計  6,981,175 

 合計  6,982,193 

相手先 金額（千円） 

 花菱縫製㈱ 46,846 

 フリーマン㈱ 33,747 

 牧村㈱ 31,632 

 細井商事㈱ 19,774 

 瀧定大阪㈱ 14,069 

 その他 82,483 

合計 228,552 

期日別 
平成19年 
６月 

（千円） 

平成19年 
７月 

（千円） 

平成19年 
８月 

（千円） 

平成19年 
９月 

（千円） 

平成19年 
10月 

（千円） 

平成19年 
11月 

（千円） 

合計 
（千円） 

金額 29,356 82,451 38,693 13,694 50,125 14,231 228,552 

相手先 金額（千円） 

大成建設㈱ 241,500 

㈱エスシー・マシーナリー 228,060 

松下電工ホームソリューション㈱ 26,086 

双日リアルネット㈱ 13,453 

三甲テキスタイル㈱ 12,561 

その他 232,142 

合計 753,803 



ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

ｄ 仕掛用不動産 

  （注）面積欄には敷地面積を記載しております。 

ｅ 開発用不動産 

 （注）面積欄には敷地面積を記載しております。 

ｆ 製品 

 前期繰越高  
 （千円）  

 当期発生高  
 （千円）  

 当期回収高  
 （千円）  

 次期繰越高  
 （千円）  

 回収率（％）   滞留期間（日）  

(A) (B) (C) (D)
   (C) 

──── × 100
(A)＋(B) 

  （ 
A＋D 
── 
２ 

÷ 
B 

──
365

）

61,539 5,365,554 4,673,291 753,803 86.1 27.7 

地域 面積（㎡） 金額（千円）   うち土地の金額（千円） 

 東京都 4,802 6,708,189 4,985,560 

 神奈川県 11,589 3,837,206 3,332,021 

 大阪府 5,791 1,741,020 1,257,478 

 千葉県 13,210 1,532,217 1,256,973 

 茨城県 2,303 855,015 407,538 

 兵庫県 845 547,877 519,503 

 埼玉県 2,845 434,867 324,507 

 愛知県 945 242,302 236,487 

合計 42,334 15,898,696 12,320,071 

地域  面積（㎡） 金額（千円）   うち土地の金額（千円） 

 千葉県 43,768 4,857,872 4,470,662 

 埼玉県 9,129 3,068,161 2,840,462 

 大阪府 5,515 2,362,754 2,346,299 

 神奈川県 5,407 1,495,790 1,461,070 

 岐阜県 3,381 565,643 565,643 

 愛知県 831 166,909 166,736 

合計 68,034 12,517,130 11,850,874 

区分   金額（千円） 

 原糸 282,159 

 梳毛トップ 79,892 

 織物及び編地 147,293 

 合計 509,346 



 ｇ 仕掛品 

  

 ｈ 貯蔵品 

  

区分   金額（千円） 

 原糸製造工程 44,391 

 織物及び編地製造工程 206,500 

合計 250,891 

区分 金額（千円）  

 工場用資材 13,711 

合計 13,711 



② 流動負債 

ａ 支払手形 

イ 相手先別内訳 

ロ 期日別内訳 

ｂ 買掛金 

ｃ 短期借入金 

相手先 金額（千円） 

 ㈱長谷工コーポレーション 840,205 

 ㈱福本穀粉工場 480,000 

 石川島運搬機械㈱ 202,125 

 南海辰村建設㈱ 130,830 

 日立住友機械建機クレーン㈱ 96,600 

 その他 144,496 

合計 1,894,256 

期日別 
平成19年 
６月 

（千円） 

平成19年 
７月 

（千円） 

平成19年 
８月 

（千円） 

平成19年 
９月 

（千円） 

平成20年  
２月  

（千円）  

合計 
（千円） 

金額 118,868 454,399 594,424 246,563 480,000 1,894,256 

相手先 金額（千円） 

 ㈱タミー・コーポレーション 441,780 

 三信住建㈱ 55,954 

 日本毛織㈱ 28,212 

 虎ノ門総合法律経済事務所 24,108 

 冨岡測量設計事務所 21,262 

 その他 58,303 

合計 629,621 

借入先 金額（千円） 

 ㈱あおぞら銀行 1,615,000 

 ㈱中京銀行 300,000 

 ㈱愛知銀行  300,000 

 ㈱みなと銀行 300,000 

 ㈱岐阜銀行 250,000 

 その他 1,675,000 

合計 4,440,000 



③ 固定負債 

ａ 長期借入金（１年内返済の長期借入金を含む） 

 (注) （  ）内金額は、内数であり１年内の返済金額であるため、貸借対照表上は流動負債（１年内返済の長期借入  

金）として表示しております。 

ｂ 長期預り金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

借入先 金額（千円） 

㈱三井住友銀行 
4,461,000 

(2,086,000) 

㈱千葉銀行 
3,569,000 

(2,100,000) 

㈱りそな銀行 
3,390,000 

(2,540,000) 

エムジーリース㈱ 
2,846,000 

  

㈱静岡中央銀行  
2,580,000 

  

その他 
11,171,640 

(3,695,580) 

合計 
28,017,640 

(10,421,580) 

預り先 摘要 金額（千円） 

㈱マイカル他 長期預り敷金 1,851,490 

㈱マイカル他 長期預り保証金 2,686,600 

合計 ― 4,538,090 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注） 当社は本基準日のほか、必要がある場合は、あらかじめ公告して一定の日の最終の株主名簿に記載または記載

された株主または登録質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録質権者とする。 

事業年度 ６月１日から５月31日まで 

定時株主総会 ８月中 

基準日 ５月31日 

株券の種類 
１株券 10株券 50株券 100株券 500株券 1,000株券 

10,000株券及び100株未満株券 

剰余金の配当の基準日 ５月31日 

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換え   

取扱場所 
名古屋市中区栄３丁目15番33号 

中央三井信託銀行株式会社名古屋支店証券代行部 

株主名簿管理人 
名古屋市中区栄３丁目15番33号 

中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社本店及び全国各支店 

日本証券代行株式会社本店及び全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り 

及び買増し 
  

取扱場所 
名古屋市中区栄３丁目15番33号 

中央三井信託銀行株式会社名古屋支店証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都港区芝３丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社本店及び全国各支店 

日本証券代行株式会社本店及び全国各支店 

買取及び買増し手数料 （1,000株×株価）×手数料率×
買取及び買増し株式数 

1,000株 

公告掲載方法 

電子公告 

電子公告記載URL：http://www.chuocorp.co.jp/ 

 

ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができ

ない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社には、証券取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第94期）（自 平成18年１月１日 至 平成18年５月31日）平成18年８月24日東海財務局長に提出 

(2）臨時報告書       

 

 

 

平成18年９月22日東海財務局長へ提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号に基づく臨時報告書であ

ります。 

(3）臨時報告書 

 

 

 

平成18年11月30日東海財務局長へ提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号に基づく臨時報告書であ

ります。 

(4）半期報告書 

 事業年度（第95期中）（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日）平成19年２月23日東海財務局長に提出 

(5）臨時報告書 

 

 

 

平成19年４月16日東海財務局長へ提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２に基づく臨時報告書

であります。 

(6）臨時報告書の訂正報告書 

 

 

平成19年５月１日東海財務局長へ提出 

平成19年４月16日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。 

(7）臨時報告書 

 

 

 

平成19年５月10日東海財務局長へ提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の２に基づく臨時報告書

であります。 

(8）臨時報告書 

 

 

 

平成19年８月９日東海財務局長へ提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づく臨時報告

書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

    平成18年８月23日

中央毛織株式会社    

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 安  田    豊  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 小  林  幸  宏  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている中央毛

織株式会社の平成18年１月１日から平成18年５月31日までの第94期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、中央毛

織株式会社の平成18年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 会計処理方法の変更に記載のとおり、会社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準に

より財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

    平成19年８月22日

株式会社中央コーポレーション  

  取締役会 御中  

  あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 岡野 英生     ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 横井 直人     ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 久野 誠一     ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社中央コーポレーション（旧社名 中央毛織株式会社）の平成18年６月１日から平成19年５月31日までの第95期事

業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附

属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社中央コーポレーションの平成19年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成19年６月１日をもって繊維事業における原糸事業部門の簡

易新設分割を行い、中央スピニング株式会社を設立している。 

以 上 

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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